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tま

じ

め

光
緒
元
年
(
一
八
七
五
〉
清
朝
は
在
外
常
駐
使
節
の
涯
遣
を
決
定
し
た
。

ロ
ン
ド
ン
に
駐
在
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
光
緒
四
年
十
二
月
(
一
八
七
八
・
二
一
)
ま
で
の
聞
に
、

ロ
シ
ア
に
績
々
と
在
外
公
館
が
設
置
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
牽
工
保
護
を
重
要
な
任
務
と
す
る
駐
米
公
使
は
、

駐
在
の
公
使
も
兼
ね
た
。
こ
の
在
外
公
館
の
設
立
と
同
時
に
、
清
朝
は
在
外
領
事
館
の
設
立
に
も
踏
み
切
っ
た
。
ま
ず
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
〉

光
緒
二
年
十
二
月
〈
一
八
七
七
・
一
)
に
初
代
駐
英
公
使
郭
嵩
薫
が

フ
ラ
ン
ス
、
白
本
、
ア
メ
リ
カ
、

v
a
J
a
ツ、

ス
ペ
イ
ン
並
び
に
ベ
ル

l
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に
は
、
清
朝
最
初
の
領
事
館
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
入
七

0
年
代
後
牟
か
ら
一
八
八

0
年
代
前
半
に
か
け
て
、

日
本
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及
び
キ
ュ
ー
バ
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領
事
を
総
領
事
と
し
、
ベ

"" 
ノレ

、

ア
メ
リ
カ
で
の
領
事
館
設
立
が
績
い
た
。

一
八
九

0
年
代
に
入
る
と

ナ
ン
、

マ
ラ
ッ
カ
に
副
領
事
が
置
か
れ
、

マ
ニ
ラ
に
も
領
事
館
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
日
清
戦
争
後
に
は
朝
鮮
各
地
へ
の
設
領
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
一
九

0
0年
代
、
特
に
辛
亥
革
命
直
前
の
時
期
に
は
、
清
朝
の
在
外
公
館
、
領
事
館
は
と
も
に
一
気
に
数
を
増
し
、
東
南
ア
ジ
ア
や
オ

(

1

)

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
米
な
ど
世
界
各
地
に
清
朝
の
領
事
館
が
設
立
さ
れ
た
。

セ
ア
ニ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、

こ
う
し
た
一
八
七

0
年
代
以
降
の
清
朝
に
よ
る
在
外
公
館
・
領
事
館
の
設
立
は
、
清
朝
側
に
よ
る
、
園
際
法
に
象
徴
さ
れ
る
「
近
代
篠
約
瞳

(

2

)

 

制
」
へ
の
適
膝
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
特
に
「
棄
民
政
策
」
を
と
る
清
朝
が
領
事
涯
遣
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
そ
の
在
外
華
人

(
3〉

政
策
の
大
き
な
襲
更
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
劃
し
近
年
、
領
事
涯
遣
と
レ
う
清
朝
の
政
策
は
、

「朝
貢
瞳
制
」
の
代
替
と
し
て
寓

(
4
)
 

園
公
法
(
園
際
法
)
を
適
用
し
た
措
置
で
あ
る
と
し
て
、
俸
統
と
の
連
績
面
を
認
め
よ
う
と
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。

「
近
代
」
を
強
調
す
る
か
「
俸
統
」
を
強
調
す
る
か
と
い
う
遣
い
こ
そ
あ
れ
、
清
朝
に
よ
る
領
事
制
度
の
導

入
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
国
際
法
の
認
め
る
範
圏
内
で
自
園
民
を
保
護
す
る
「
近
代
的
領
事
制
度
」
を
無
篠
件
に
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る。

そ
も
そ
も
、
領
事
の
権
限
と
は
、
外
交
使
節
と
は
異
な
り
、
国
際
法
で
は
な
く
、
二
園
開
篠
約
や
圏
内
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

(
5〉

(

6

)

り
、
二
園
聞
の
関
係
や
時
期
に
よ
り
、
そ
の
地
位
や
任
務
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
最
も
願
著
な
例
が
領
事
裁
剣
権
の
有
無
で
あ
ろ

う
。
こ
の
た
め
、
清
朝
が
領
事
の
波
遣
を
検
討
し
て
い
た
時
期
、
清
朝
の
針
峠
し
て
い
た
西
洋
領
事
と
は
ど
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い
た
の

か
、
清
朝
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
自
ら
の
波
遣
し
よ
う
と
す
る
領
事
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
か
、
清
朝
に
よ
る
領
事
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
論
じ
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
貼
か
ら
考
察
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本

た
だ
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は

稿
で
は
、

そ
の
導
入
の
時
期
に
限
っ
て
詳
細
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
清
朝
内
で
な
さ
れ
た
領
事
波
遁
論
を
整
理

領
事
制
度
に
つ
い
て

し
、
清
朝
側
の
領
事
翻
が
具
瞳
化
さ
れ
る
遁
程
を
追
い
、
同
時
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
質
際
の
領
事
波
遁
に
反
映
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か

朝
に
お
い
て
、

ま
ず
在
華
西
洋
領
事
を
逼
じ
て
形
成
さ
れ
た
清
朝
の
領
事
観
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
よ
う
な
領
事
相
酬
を
有
す
る
清

日
本
お
よ
び
キ
ュ
ー
バ
・
ベ
ル

ー
へ
の
領
事
涯
遣
の
決
定
が
、
そ
の
他
の
地
域
、
特
に
中
園
と
地
理
的

・
歴
史
的
に
関
係
の
深

に
し
た
い
。
具
盟
的
に
は
、

- 40ー



い
東
南
ア
ジ
ア
(
南
洋
〉
に
劃
す
る
清
朝
の
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興
え
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

西
洋
領
事
の
駐
在
と
清
朝
の
領
事
観

清
朝
の
領
事
涯
遁
論
を
検
討
す
る
ま
え
に
、
そ
も
そ
も
清
朝
は
、
領
事
制
度
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
領
事
」
と
い
う
語
が
わ

0
5己
の
罪
名
と
し
て
ど
の
よ
う
な
過
程
で
定
着
し
た
か
を
み
て
み
よ
う
。
ア
ヘ
ン
戦
争
前
、
所
謂
庚
東

シ
ス
テ
ム
下
、
イ
ギ
リ
ス
の
在
華
遁
商
活
動
は
、
英
園
東
イ
ン
ド
舎
祉
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
現
地
機
構
で
あ
る
管

貨
人
委
員
曾
⑤
己
m
n件
。

0
5
2円

円

2
0同

ω石
巾
円
包
括

og)、
清
朝
で
は
こ
れ
を
「
公
司
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
の
首
席

(
p
g広
g
c

(

7

)

 

班
」
を
、
贋
東
蛍
局
で
は
、
現
地
外
園
入
社
舎
の
監
督
者
と
み
な
し
、
こ
れ
と
変
渉
を
行
っ
て
い
た
。

闇
貿
易
濁
占
が
麿
止
さ
れ
、

ま
ず
、

ー寸

大

一
八
三
四
年
英
園
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
中

イ
ギ
リ
ス
本
園
か
ら
貿
易
監
督
官
〈

ω石
R
E丹市ロ円山
g
g
o同
叶

E
円
山
内
〉
が
振
遣
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
貿
易
監
督

(
8〉

官
に
劃
し
て
「
領
事
」
と
い
う
語
が
清
朝
の
公
文
書
で
は
用
い
ら
れ
て
い
た
。
道
光
二
十
二
年
(
一
八
四
二
)
の
南
京
篠
約
で
も
、

「
領
事
」
の

- 41ー

語
は
貿
易
監
督
官
に
射
し
て
充
て
ら
れ
て
お
り
、

領
事
(
の

g
g
c
-r」
+ι

、

t
t
 
「
管
事
官
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
だ

イ
ギ
リ
ス
の

在
華
領
事
駐
在
権
を
規
定
し
た
同
僚
約
第
二
僚
の
原
文
回
目

H
Zと
g
q
F
m
O
5
2
0向
。
同
町
民
切
立

E
p
a
p
-
i
z
品目
)o-Eω
石
氏
・

(

9

)

(

日
)

E
R
E
8
5
2
。。ロ凹ロ

-
2
0日
2H凹
は
、
す
で
に
植
田
捷
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
在
華
代
表
機
闘
が
、
貿
易
監

督
官
⑤
石
市

H
E
Z
E
g門
印
)
よ
り
領
事
(
の

g
E
C
へ
と
襲
遷
し
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
代
表
機
関
白
瞳
が
貿
易
監
督

官

(ω
石

3
E
g骨
三
る
か
ら
領
事
(
の
o
ロ印
C
C
へ
と
襲
化
す
る
一
方
、
「
領
事
」
と
い
う
語
も
、
各
篠
約
港
へ
イ
ギ
リ
ス
領
事
(
の
O
ロ
∞
巳
)

が
質
際
に
涯
遣
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
こ
の
の
0
5己
を
指
す
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
外
園
領
事
を
、

五
港
開
港
時
期
、
清
朝
側
で
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
離
に
つ
い
て
坂
野
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正
高
氏
は
、
外
国
領
事
が
国
家
を
代
表
す
る
官
更
で
あ
る
こ
と
は
清
朝
側
も
認
め
て
い
た
が
、
運
用
の
賞
際
に
お
い
て
は
、

カ
ン
ト
ン
貿
易
に
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お
け
る
「
大
班
」
と
「
公
行
一
商
人
」
と
の
機
能
を
併
せ
て
継
承
し
た
も
の
と
み
な
そ
う
と
し
た
、

(

日

)

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
寅
際
、

初
代
上
海

領
事
涯
遣
の
報
を
受
け
た
署
南
江
総
督
壁
昌
等
の
上
奏
で
も
、
領
事
に
劃
し
て
「
必
ず
夷
扇
之
能
事
に
し
て
、
素
よ
り
再
一商
と
熟
習
せ
る
者
に

(
ロ
)

係
る
」

な
ど
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、

「
大
班
」
も
含
め
て
「
公
司
領
事
」
と
表
現
し
、

(

日

)

官
に
し
て
貿
易
を
司
る
者
な
り
」
と
説
明
す
る
例
も
あ
る
な
ど
、

「公
司
領
事
な
る
者
は
英
士
口
利
園
王
涯
す
る
所
の
洋

「
大
班
」
、
貿
易
監
督
官
、
領
事
(
の

0
5三
)
が
巌
密
に
医
別
さ
れ
て
い
な

し、。

西
洋
各
園
の
在
華
権
利
を
旗
大
さ
せ
、
清
朝
と
西
洋
諸
園
と
の
闘
係
に
お
い

て
改
編
が
進
ん
だ
が
、
そ
の
大
き
な
嬰
化
の
ひ
と
つ
は
、
天
津
傑
約
に
よ

っ
て
西
洋
諸
園
の
外
交
使
節
の
北
京
常
駐
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
、

そ
れ
に
劉
醸
し
て
、
北
京
に
紹
理
街
門
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
西
洋
諸
国
と
の
関
係
の
改
編
と
は
レ
え
、
総
理
衛
門
は
、
蛍

初
の
方
針
と
し
て
、
篠
約
未
締
結
の
「
小
園
」
に
糾
問
し
て
は
、
こ
れ
と
傑
約
を
結
ば
な
い
と
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
現
質
に
は
、
英
米
併
な

さ
て
、

ア
ロ

l
戦
争
と
そ
の
結
果
の
天
津
、
北
京
南
傑
約
は
、

ど
の
傑
約
園
の
紹
介
な
ど
に
よ
り
、
清
朝
は
一
八
六

0
年
代
こ
れ
ら
の
園
々
と
次
々
と
傑
約
関
係
に
入
る
。
こ
の
同
治
年
聞
に
清
朝
が
締
結
し

(
M
)
 

た
傑
約
に
つ
い
て
は
、
坂
野
氏
の
包
括
的
な
研
究
が
あ
る
が
、
外
園
領
事
に
闘
す
る
組
理
街
門
の
態
度
に
し
ぼ
っ
て
み
て
み
よ
う
。
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総
理
街
門
は
、
同
治
三
年
(
一
八
六
回
〉
ス
ペ
イ
ン
が
候
約
締
結
を
求
め
て
使
節
を
涯
遣
し
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
、

(

日

)

上
奏
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
無
傑
約
固
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
模
の
最
大
の
商一
人
を
領
事
に
充
て
、
そ
の
貿
易
を
管
理
さ
せ
て
、
篠

約
港
で
の
貿
易
を
許
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
英
併
等
に
な
ら
っ
て
「
小
園
」
が
衣
々
と
篠
約
締
結
を
求
め
て
き
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の

制
限
が
必
要
で
あ
る
、
そ
こ
で
一
商
人
を
領
事
に
充
て
る
と
、
脱
税
行
痛
を
か
ば
う
な
ど
の
弊
害
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
篠
約
締
結
を
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
営
一
該
園
は
、
篠
約
締
結
後
、
各
篠
約
港
に
領
事
官
を
置
き
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
嘗
一
該
園
の
商
船
の
往
来
、
貿
易
を
許
可
す
る
こ

次
の
よ
う
な
針
策
を

と
と
し
、
そ
の
領
事
に
は
一
商
人
を
充
嘗
し
な
い
旨
、
僚
約
締
結
の
燦
件
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
よ
い
、

と

南
京
篠
約
締
結
時
、
外
園
領
事
(
こ
の
と
き
は
貿
易
監
督
官
の
意
〉
の
駐
在
は
、
外
園
一
商
人
の
取
締
り
に
便
利
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

(

国

)

(

げ

)

部
で
の
説
明
で
あ
っ
た
c

ま
た
、
西
洋
諸
国
の
軍
艦
停
泊
櫨
も
、
領
事
に
よ
る
外
園
一
商
人
の
取
締
り
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
総
理

清
朝
内



街
門
は
外
園
領
事
を
貿
易
監
督
者
と
し
て
扱
い
、
領
事
が
確
貫
に
自
園
民
の
商
業
活
動
を
管
理
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
燦
約
締
結
の
燦
件
と
し

て
、
清
朝
の
側
か
ら
外
交
関
係
を
律
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
朝
に
と
っ
て
、
領
事
と
は
、
貿
易
を
求
め
て
来
華
し
て
く
る
西
洋
諸

園
が
、
貿
易
を
許
可
さ
れ
た
か
わ
り
に
、
自
園
一
商
人
の
一
商
業
活
動
を
監
督
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、

(

珂

〉

ぃ
、
貿
易
や
俸
教
の
た
め
に
使
節
を
涯
遣
す
る
必
要
な
ど
な
い
」
清
朝
か
ら
の
領
事
涯
遣
は
行
い
難
い
。
清
朝
に
と
っ
て
、
領
事
と
は
、
自
園

「外
園
と
違

民
の
保
護
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
活
動
を
管
理
す
る
べ
き
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
た
め
、
在
華
西
洋
領
事
の
有
す
る
領
事
裁
剣

植
や
軍
艦
停
泊
権
も
、
そ
の
管
理
者
と
し
て
の
性
格
に
因
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。

で
は
、

一
八
六

0
年
代
清
朝
官
吏
の
聞
に
領
事
波
遣
の
提
案
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

日

)

お
そ
ら
く
同
治
六
年
(
一
八
六
七
〉
の
丁
目
昌
の
提
案
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。
清
英

最
初
の
「
領
事
涯
遣
論
」
に
相
嘗
す
る
も
の
と
し
て
は
、

天
津
篠
約
改
訂
を
ひ
か
え
、
組
理
街
門
が
地
方
督
撫
に
意
見
を
徴
し
た
際
、
湖
贋
線
督
李
鴻
章
が
代
奏
し
た
意
見
書
の
中
で
、
丁
目
昌
は
「
市

舶
司
」
の
設
置
に
よ
る
在
外
華
人
の
「
管
理
」
を
提
案
し
た
。
だ
が
、
そ
の
主
要
目
的
は
、
海
外
の
特
殊
技
術
、
特
に
造
船
や
航
海
術
に
長
け

た
者
を
招
募
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
意
見
書
全
瞳
が
海
軍
創
設
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
市
舶
司
」
設
置
も
そ
の
一
環
と
し
て
提
議

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
既
に
確
た
る
華
入
社
舎
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
西
洋
技
術
導
入
の
必
要
性
か

ら
、
西
洋
の
事
情
に
明
る
い
こ
れ
ら
の
地
域
の
華
人
を
「
市
舶
司
」
の
管
理
下
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
た
の
だ
っ
た
。

- 43ー

一
八
六

0
年
代
に
清
朝
官
僚
に
よ
る
「
領
事
涯
遣
論
」
は
こ
れ
以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、

「
保
護
者
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
「
管
理
者
」
の
性
格
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
貼
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

管
見
の
か
ぎ
り
、

清
朝
の

「
領
事
観
」

t主

第
二
章

封
日
関
係
と
領
事
の
涯
遣

671 

一
八
七

O
年
は
清
末
外
交
史
に
お
け
る
一
つ
の
劃
期
と
さ
れ
る
。

九
〉
の
天
津
教
案
の
護
生
へ
と
つ
な
が
り
、

一
八
六

0
年
代
後
半
か
ら
の
排
外
風
潮
の
高
揚
は
、

北
京
の
排
外
涯
は
勢
い
を
増
し
た
。
こ
の
政
治
的
雰
圏
気
の
饗
化
は
組
理
街
門
の
洋
務
活
動
に
影

一
八
七

O
年
(
同
治



672 

郷
官
を
興
え
た
。
そ
の

一
方
で
、
外
交
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
が
李
鴻
章
で
あ
る
。
天
津
教
案
解
決
後
、
三
口
通
一
商
大
臣
は
格

北
洋
大
臣
と
呼
ば
れ
る
こ
の
要
職
に
就
任
し
た
の
が
李
鴻
章
で
あ
っ
た
。
そ
し

上
げ
さ
れ
、

直
隷
組
督
の
兼
任
す
る
欽
差
大
臣
職
と
な
り
、

て
、
清
朝
に
よ
る
領
事
振
遣
が
具
酷
的
政
策
と
し
て
動
き
出
し
た
の
が
、
北
洋
大
臣
就
任
直
後
の
こ
の
李
種
章
が
鎗
賞
し
た、

日
清
聞
の
篠
約

締
結
交
渉
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

日
本
が
同
治
九
年
(
一

八
七
O
)

通
一
一
商
僚
約
の
締
結
を
求
め
て
来
華
し
て
き
た
お
り
、
首
初
穂
理
街
門
は、

日
本
は
西
洋
諸
固
と
は
異
な
る

と
し
て
、
篠
約
無
用
論
を
唱
え
た
。
そ
れ
に
劃
し
、
曾
園
藩
と
李
鴻
章
は
篠
約
締
結
の
必
要
性
を
と
き
、
彼
ら
が
日
本
と
の
篠
約
交
渉
の
責
を

(

加

)

負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
日
清
修
好
候
規
締
結
に
閲
し
て
は
、

多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
の
で
、

「
領
事
汲
遣
」
に
闘
わ
る
貼
の
み
整

理
し
て
お
き
た
い
。

日
本
と
の
篠
約
交
渉
を
前
に
、
李
鴻
章
と
曾
園
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
に
官
吏
を
駐
在
さ
せ
る
べ
き
旨
を
上
奏
し
て

い
る
。

と
西
洋
諸
固
と
は
異
な
っ
た
封
臆
を
と
る
こ
と
の
必
要
を
説
く
。

た
、
西
洋
諸
固
と
遣
い
華
商
の
往
来
の
あ
る
日
本
に
射
し
て
は
、
篠
約
締
結
後
南
洋
大
臣
よ
り
、
手
近
な
官
員
を
涯
遣
し
、
江
漸
地
域
の
日
本

、‘，、
.
、

し
カ

こ
れ
を
垣
絶
す
れ
ば
、

必
ず
我
々
の
仇
敵
と
な
る
で
あ
ろ
う
、

- 44ー

李
鴻
章
は
、

日
本
は
中
園
の
肘
肢
に
あ
り
、
永
く
中
土
の
患
で
あ
っ
た
、

こ
れ
を
龍
絡
す
れ
ば
、

あ
る
レ
は
我
々
の
役
に
立
っ
か
も
し
れ
なま

せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
後
患
を
除
く
こ
と
が
望
め
る
で
あ
ろ
う
、

の
情
勢
に
通
じ
て
い
る
人
物
を
同
行
さ
せ
、
東
京
か
長
崎
に
駐
在
さ
せ
、
華
人
を
取
締
ら
せ
て
、

(

幻

〉

と
す
る
。

そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
日
本
の
動
静
を
偵
察
さ

曾
園
藩
の
議
論
も
、
華
商
一
の
往
来
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
曾
園
藩
は
、
外
園
の
領
事
の
制
度
に
な
ら
い
、
清
朝
も
日
本
に
官
員

(

担

)

を
駐
在
さ
せ
、
内
地
の
一商
人
を
取
締
る
と
と
も
に
、
舎
訊
局
を
設
立
し
、
中
外
聞
の
訴
訟
を
慮
理
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

朝
廷
に
よ
っ
て
傑
約
交
渉
の
任
に
あ
た
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
李
鴻
章
一
は
、
翌
年

「棄
権
大
臣
」
(
公
使
)
と
「
理
事
官
」

(

幻

)

涯
、
製
務
的
領
事
裁
判
権
な
ど
の
規
定
を
含
む
日
清
修
好
傑
規
を
日
本
金
権
使
節
と
の
聞
に
締
結
し
た
。

こ
こ
で

一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
李
鴻
章
と
曾
園
藩
の
官
員
涯
遁
論
の
相
違
黙
で
あ
る
。

華
商
の
往
来
の
有
無
に
よ
り
、 (領

事
官
)
の
互

西
洋
と
日



本
を
匿
別
し
、
官
員
の
日
本
駐
在
の
必
要
性
を
訴
え
る
黙
は
同
様
だ
が
、
そ
の
目
的
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
曾
園
藩
が
領
事
官
の
涯
遣
に

よ
る
在
日
華
商
の
取
締
り
と
中
外
の
訴
訟
事
件
の
裁
判
擢
の
確
保
に
重
黙
を
置
く
の
に
封
し
、
李
鴻
章
は
日
本
と
い
う
園
自
瞳
と
清
朝
と
の
関

係
に
重
黙
を
お
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
李
鴻
章
一
の
議
論
は
、
単
に
官
員
の
波
遁
と
す
る
だ
け
で
、
領
事
官
の
涯
遣
と
い
う
よ
り
も
、
日

本
の
動
静
の
探
索
に
重
貼
が
置
か
れ
て
い
る
貼
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

八
七

0
年
代
よ
り
、
西
洋
諸
園
が
清
朝
に
劃
し
て
有
す
る
領
事
裁
剣
楼
が
、

ま
た
、
曾
園
藩
の
「
領
事
涯
遣
論
」
が
、
西
洋
諸
圏
に
な
ら
い
、
領
事
裁
剣
擢
を
行
便
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
貼
も
重
要
で
あ
る
。

ハ
%
)

一
部
の
官
吏
の
聞
で
重
要
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、
清

朝
に
よ
る
領
事
涯
遣
の
、
ひ
と
つ
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
く
。

た
だ
、
同
治
十
二
年
ハ
一
八
七
三
〉
に
日
清
修
好
傑
規
が
批
准
さ
れ
た
後
、
す
ぐ
に
在
外
使
節
が
涯
遣
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

い
す
る
常
駐
公
使
や
「
理
事
官
」
の
涯
遣
を
促
進
し
た
の
は
、
日
本
に
よ
る
蓋
轡
出
兵
事
件
と
、
事
件
を
受
け
て
清
朝
内
部
で
行
わ
れ
た
「
海

(

お

)

防
論
議
」
で
あ
っ
た
。

日
本
に
た

〈

M

m

)

李
鴻
章
は
、
葦
湾
出
兵
事
件
護
生
直
後
よ
り
、
事
件
終
息
後
に
は
日
本
に
常
駐
使
節
を
涯
遣
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
が
、
海
防
論
議

に
お
い
て
も
、
も
し
日
本
に
官
員
を
駐
在
さ
せ
て
、
日
本
の
動
静
を
探
ら
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
今
回
の
よ
う
な
事
件
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で

と
日
本
へ
官
員
を
涯
遣
し
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
、

- 45ー

日
本
へ
の
使
節
涯
遣
を
求
め
た
。

(

幻

)

官
」
を
日
本
の
篠
約
港
に
駐
在
さ
せ
、
在
日
華
一
商
の
訴
訟
を
携
嘗
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

佐
々
木
揚
氏
は
、
蓋
縄
出
兵
事
件
嘗
時
、
李
鴻
章
ら
は
、
新
聞
報
道
に
よ
っ
て
日
本
の
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
、
日
朝
関
係
に
つ
い
て
の
情

(お〉

報
は
ほ
と
ん
ど
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
が
、
蓋
間
出
兵
事
件
の
よ
う
に
、
日
本
の
劃
外
政
策
が
日
本
の
圏
内

き
た
で
あ
ろ
う
、

ま
た
、

公
使
波
遣
後
、

「
理
事

日
本
の
動
静
を
探
る
こ
と
が
念
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
使
節
涯
遣
議
論
の
中
心
は
駐
日
公
使
の

(
m
U
〉

涯
遣
に
あ
っ
た
。
こ
の
李
鴻
章
の
提
案
が
契
機
と
な
り
、
清
朝
は
各
閣
に
常
駐
使
節
を
涯
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

「
理
事
官
」
の
涯
遣
に
つ
い
て
、
李
鴻
章
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
延
長
上
に
あ
る
以
上
、

673 

で
は
、
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(

鈎

)

李
鴻
章
は
光
緒
元
年
八
月
二
十
五
日
(
一
八
七
五
・
九
・
二
四
〉
附
け
の
総
理
街
門
へ
の
公
函
の
な
か
で
、
在
日
幸
一面一
か
ら
匿
名
で
上
申
書
が

迭
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
、
在
日
華
人
は
日
本
で
差
別
を
受
け
て
お
り
(
「
親
調
華
民
」
)
、
「
理
事
官
」
を
涯
遣
す
べ
き
だ
が
、

①
費
用
が

足
り
な
い
、

②
巡
洋
し
て
統
制
と
保
護
に
資
す
べ
き
軍
艦
が
清
朝
に
は
な
レ
と
い
う
問
題
黙
を
あ
げ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
西
洋
各
園
が
、
清

朝
の
傑
約
港
に
軍
艦
を
停
泊
さ
せ
、
自
国
民
の
貿
易
管
理
お
よ
び
保
護
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

海
防
論
議
以
降
、
西

洋
領
事
の
も
つ
、

「
兵
船
を
も
っ
て
自
園
民
を
保
護
す
る
」
と
い
う
側
面
が
次
第
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

①
に
つ
い
て
、
李
鴻
-章
は
在
日
華
人
の
同
郷
国
睦
の
存
在
に
燭
れ
、
費
用
に
つ
い
て
は
彼
ら
に
自
排
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
、
②

に
つ
い
て
も
、
将
来
的
に
は
一
幅
州
や
上
海
か
ら
軍
艦
一
、
二
隻
を
涯
遣
し
、
巡
洋
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
は
、
我
が
緊

切
の
患
で
あ
り
、
西
洋
や
南
洋
各
埠
と
は
情
勢
が
遥
か
に
異
な
る
、
も
し
「
理
事
官
」
を
駐
在
さ
せ
る
こ
と
で
外
洋
に
寄
寓
す
る
華
人
を
救
済

し
、
日
本
の
虚
質
動
静
を
探
り
、
随
時
報
告
さ
せ
た
な
ら
、
中
外
の
大
局
に
禅
盆
す
る
こ
と
大
で
あ
る
と
、
年
来
の
持
説
を
繰
り
返
し
、

た
と

- 46一

え
費
用
が
日
本
で
自
排
し
き
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
別
に
酌
量
し
て
も
よ
く
、
こ
れ
以
上
「
理
事
官
」
の
祇
遣
を
先
延
ば
し
に
す
る
べ
き
で

(
氾
)

は
な
い
と
強
調
し
た。

日
本
へ
の
「
理
事
官
」
汲
蓮
の
議
論
に
お
い
て
、
領
事
裁
判
権
や
軍
艦
の
巡
洋
な
ど
在
華
西
洋
領
事
の
有
す
る
機
能
が
そ
の
念
頭
に
お
か
れ

て
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
李
鴻
-章
の
な
か
で
は
、
官
員
涯
遣
の
主
要
目
的
に
つ

い
て
、
日
本
の
動
静
の
把
握
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
西

洋
だ
け
で
な
く
華
人
の
往
来
が
盛
ん
な
南
洋
各
埠
頭
と
も
異
な
る
扱
い
を
求
め
て
い
る
の
も
、
官
員
の
涯
遣
目
的
が
封
日
開
係
と
い
う
、
李
鴻

章
の
外
交
方
針
|
|
朝
鮮
保
全
と
謝
日
防
衛
|
|
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

華
工
問
題
と
清
朝
の
針
雁

日
本
と
の
傑
約
交
渉
に
次
い
で
、
清
朝
に
よ
る
領
事
涯
遣
が
具
瞳
化
し
た
の
が
、

キ
ュ

ー
バ

・
ベ
ル
ー
で
の
華
工
虐
待
問
題
を
め
ぐ
る
交
渉

に
お
い
て
で
あ
る
。



清
朝
の
在
外
華
人
に
劃
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
無
関
心
さ
」
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
封
し
、
在
外
華
人
保
護
に
お
い
て
清

朝
の
果
た
し
た
積
極
的
な
役
割
を
認
め
る
論
者
が
、
そ
の
論
擦
と
し
て
重
視
す
る
の
が
、

こ
の
華
工
問
題
に
罰
す
る
清
朝
の
取
り
組
み
で
あ

る。
一
八
六

O
年
、
英
併
と
の
北
京
篠
約
で
、
華
人
が
外
園
人
と
献
労
働
契
約
を
結
び
海
外
に
渡
航
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
ら
れ
た
清
朝
は
、
英
仰

と
招
工
章
程
を
締
結
し
て
在
外
華
人
の
保
護
に
務
め
、

ル
ー
で
の
華
工
虐
待
問
題
へ
の
劉
躍
を
通
じ
て
、

般
的
改
獲
を
行
っ
た
、

「ク
l
リ
l
貿
易
」
の
取
締
り
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、

「
棄
民
政
策
」
か
ら
領
事
の
涯
遣
に
よ
る
「
保
護
政
策
」

(
M
M
)
 

と
い
う
の
が
そ
の
論
の
大
筋
で
あ
る
。
特
に

R
・
ア
イ
リ
ヅ
ク
氏
は
、

さ
ら
に
キ
ュ
ー
バ
・
ベ

へ
と
、
そ
の
「
移
民
政
策
」
の
全

ス
ペ
イ
ン
・
ベ
ル
ー
と
の
交
渉
を
通
じ
て
清
朝

は
契
約
移
民
制
度
の
弊
害
と
自
由
移
民
制
度
に
射
す
る
理
解
を
深
め
、
ま
た
同
時
に
海
外
移
民
が
清
朝
の
近
代
化
に
有
用
で
あ
る
と
の
認
識
を

(

お

)

持
ち
、
そ
の
「
移
民
政
策
」
を
改
饗
し
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
清
朝
の
在
外
華
人
に
劃
す
る
政
策
を
考
察
す
る
際
、
華
工
問
題
へ
の
清
朝
の
針
躍
を
確
認
す
る
こ
と
は
依
か
せ
な
い
作
業
で

あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
清
朝
に
よ
る
在
外
華
人
保
護
政
策
の
第
一
段
階
と
評
さ
れ
る
「
同
治
五
年
招
工
章
程
」
の
性
格
を
筆
者
な
り
に
確
認
し
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て
み
た
い
。

「
同
治
五
年
招
工
章
程
」

(

鈍

)
る
。
毛
鴻
演
は
、
贋
東
で
は
人
身
貰
買
に
よ
る
出
洋
が
多
く
、
こ
れ
を
取
締
る
た
め
、
罪
名
の
巌
格
な
制
定
と
、
外
園
人
に
招
工
公
所
の
開
設

を
許
可
す
る
こ
と
を
奏
請
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
刑
部
と
総
理
街
門
は
罪
名
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
外
園
人
の
招
工
公
所
開
設
に
つ
い
て

は
、
北
京
篠
約
に
規
定
す
る
よ
う
に
、
雨
康
綿
督
等
よ
り
各
園
と
一
章
一
程
を
制
定
し
、
一
該
督
等
よ
り
奏
明
し
慮
理
す
べ
き
と
の
意
見
を
上
奏
し
て

(

間

山

)

裁
可
さ
れ
た
。
北
京
篠
約
で
は
、
招
工
章
一
程
の
交
渉
は
、
地
方
官
と
各
園
公
使
と
の
聞
で
か
(
渉
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
雨
康
総

督
等
地
方
官
に
章
程
交
渉
が
命
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
以
後
「
招
工
章
程
」
と
す
る
)
制
定
の
護
端
は
、

同
治
三
年
三
八
六
四
〉
の
雨
贋
綿
督
毛
鴻
演
に
よ
る
上
奏
で
あ

675 

同
じ
頃
、
江
西
巡
撫
沈
藻
禎
か
ら
も
、

(
お
〉

フ
ラ
ン
ス
人
の
招
工
活
動
に
つ
い
て
、
綿
理
街
門
の
指
示
を
求
め
る
容
文
が
迭
付
さ
れ
て
き
た
。
こ
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の
沈
藻
摘
の
姿
文
に
封
し
、
総
理
街
門
は
、
雨
康
の
場
合
と
同
様
、

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
招
工
章
一
程
が
各
候
約
港
を
管
轄
す
る
地
方
官
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
北
京
僚
約
に
は
地
方
官
と
各
圏
公
使
と
の
聞
で
交
渉
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
総
理
街
門
の
設
立
前
に
締

結
さ
れ
た
傑
約
で
あ
れ
ば
首
然
で
あ
る
。
総
理
街
門
設
立
後
に
あ
っ
て
も
、
各
地
方
官
に
そ
れ
ぞ
れ
章
程
制
定
の
交
渉
を
委
ね
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
招
工
問
題
に
針
す
る
清
朝
の
姿
勢
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
招
工
章
一
程
」
制
定
過
程
を
追
っ
て
い
こ
う。

(
釘
)

フ
ラ
ン
ス
領
事
と
の
交
渉
を
指
示
し
た
。

」
の
貼
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て

贋
東
で
の
章
程
制
定
交
渉
に
射
し
て
、
総
理
街
門
で
は
、
ち
ょ
う
ど
庚
東
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
線
税
務
司
ハ

i
ト
に
、
章
程
の
草

(
お
)

稿
作
成
に
参
加
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
。
線
理
街
門
の
命
を
受
け
た
ハ

l
ト
は
、
か
つ
て
努
崇
光
の
制
定
し
た
招
工
章
程
を
基
に
し
て
章
程

(
ω
)
 

の
草
稿
を
作
成
し
、
同
治
四
年
(
一
八
六
五
)
五
月
総
理
街
門
に
射
し
、
起
草
し
た
招
工
章
程
十
七
款
を
迭
付
し
た。

英
併
連
合
軍
贋
州
占
領
時
に
、

務
崇
光
の
制
定
し
た
招
工
章一
程
と
は

蛍
時
の
南
贋
総
督
努
崇
光
が
贋
東
で
の
招
工
活
動
を
管
理
す
る
た

(

紛

)

威
盟
十
年

(
一
八
六
O
〉
務
崇
光
が
外
園
側
に

迭
付
し
た
照
合
に
よ
る
と
、
章
程
制
定
の
目
的
は
、

外
園
人
か
ら
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め
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

工
人
の
募
集
合
-
委
託
さ
れ
た
「
内
地
の
匪
徒
」
に
よ
る
人
身
買
買
の
巌
禁
に
あ
っ
た
。
努
崇
光
は
、
誘
拐
や
強
制
に
よ
る
出
洋
は
、
自
ら
望
ん

で
外
固
に
赴
き
仕
事
に
つ
い
て
利
を
得
る
こ
と
と
は
異
な
る
と
し
、

華
工
の
出
洋
に
あ
た
っ
て
、

誘
拐
や
強
制
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
招
工

活
動
を
管
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
章
程
は
、

招
工
公
所
は
地
方
官
の
許
可
し
た
場
所
に
開
設
す
る
こ
と
(
第
一

篠

招
工
公
所
の
大
門
に
第
働
契
約
の
内
容
を
掲
示
す
る
こ
と
(
第
三
候
)
、

そ
の

監
督
者
の
税
務
司
・
委
員
は
毎
日
招
工
公
所
を
訪
問
し
、

日
に
契
約
し
た
華
工
の
把
握
を
し
て
お
く
こ
と
(
第
七
篠
〉
、
華
工
は
契
約
の
説
明
を
受
け
て
か
ら
、
四
日
聞
は
考
慮
の
時
聞
を
興
え
ら
れ
る
こ

再
度
税
務
司
・
委
員
か
ら
出
洋
の
意
志
を
確
認
す
る
こ
と
(
第
九
篠
)
な
ど
、

招
工
活
動
の
把
握
と
、
華
工
の
契

(
H
U
)
 

約
に
あ
た
っ
て
は
契
約
内
容
を
理
解
し
、
強
制
力
が
入
り
こ
ま
な
い
こ
と
を
幾
重
に
も
わ
た
っ
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と

(
第
八
僚
)
、

契
約
の
際
、

ハ
ー
ト
の
起
草
し
た
一章
程
案
も
、
地
方
官
に
よ
る
契
約
内
容
の
検
査
や
契
約
が
牽
工
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
な



ど
に
重
貼
が
あ
っ
た
。
た
だ
、

(

必

)

ハ
l
ト
は
清
朝
側
の
交
渉
の
主
瞳
は
総
理
街
門
で
あ
る
べ
き
と
助
言
し
、
こ
の
草
稿
を
受
け
取
っ
た
綿
理
衛
門

(
紛
〉

は
、
若
干
の
劃
酌
を
加
え
て
十
八
カ
僚
と
し
た
草
稿
を
英
・
併
公
使
に
迭
付
し
、
綿
理
街
門
と
英
・
併
公
使
の
聞
で
交
渉
が
準
め
ら
れ
る
こ
と

(

H

H

)

 

と
な
っ
た
。
清
朝
側
案
に
射
し
て
、
併
園
代
理
公
使
は
概
ね
賛
成
し
つ
つ
、
新
た
な
草
稿
案
を
迭
付
し
て
き
た
。
一
方
、
英
園
の
封
躍
は
鈍

(

必

)

「
掛
酌
の
と
こ
ろ
甚
だ
多
い
」
と
の
返
事
が
迭
ら
れ
て
き
た
。
交
渉
の
紛
糾
を
恐
れ
た
総
理
街
門
は
、
清
朝
側
案
と
フ
ラ
ン
ス

く
、
さ
ら
に
、

案
と
を
ハ

1
ト
に
割
酌
さ
せ
、
新
た
に
二
十
二
カ
僚
の
章
程
案
を
作
成
さ
せ
た
。
こ
の
時
貼
で
作
成
さ
れ
た
草
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
案
を
加
味
し

ハ
日
明
)

た
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
と
に
英
園
側
と
交
渉
を
行
い
、
二
十
二
カ
僚
の
一
章
程
が
制
定
さ
れ
た
。

最
終
的
に
制
定
さ
れ
た
章
程
の
内
容
と
、

フ
ラ
ン
ス
案
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、

そ
の
過
半
が
フ
ラ
ン
ス
案
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
も
っ
と
も
、

フ
ラ
ン
ス
側
も
、
清
朝
側
の
案
の
多
く
を
安
嘗
な
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
、
内
容
的
に
は
多
く
の
貼
が
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。
大
き
な
相
違
黙
は
、
招
工
主
と
華
工
と
の
聞
で
結
ぼ
れ
る
労
働
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、

い
る
貼
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
契
約
期
聞
は
五
年
を
期
限
と
し
(
第
九
款
)
、

超
え
な
い
と
い
う
努
働
時
聞
の
基
準
(
第
十
款
)
や
、

(

幻

)

(
第
八
款
〉
さ
れ
た
。

そ
の
具
瞳
的
な
基
準
が
盛
り
込
ま
れ
て

契
約
の
な
か
に
最
低
限
盛
り
込
む
べ
き
要
件
に
つ
い
て
、

章
程
の
中
で
具
盤
的
に
規
定

- 49一

一
週
聞
の
労
働
回
数
は
六
日、

一
日
の
労
働
時
聞
は
九
時
間
半
を

こ
う
し
て
「
招
工
章
程
」
は
、
招
工
活
動
に
絡
ん
だ
誘
拐
や
詐
欺
、
人
身
買
買
を
防
止
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
た
も
の
か
ら
、
第
働
基
準

法
的
性
格
ま
で
含
む
も
の
へ
と
、
そ
の
性
格
を
饗
化
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
襲
化
は
、
清
朝
に
よ
る
在
外
華
人
の
権
利
を
保
障
し
よ
う
と

さす
れ(る
る48努
)力

の
表
れ
で
あ
り

「
招
工
章
程
」
制
定
の
交
渉
を
通
じ
て
清
朝
は
在
外
華
人
の
保
護
を
自
ら
の
義
務
と
認
識
し
始
め
た
の
だ
、
と
評

「
招
工
章
程
」
が
、
清
朝
に
よ
る
在
外
華
人
政
策
を
論
じ
る
際
、
重
視
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
が
、
清
朝
に
よ
る
問
題
の
捉
え
方

が
根
本
的
に
出
深
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

組
理
衛
門
は
、

(
品
目
〉

「
招
工
章
程
」

の
制
定
過
程
を
報
告
し
た
上
奏
文
の
な
か
で
、
章
程
の
制
定
目
的
に
つ
い
て
、
も
し
章
程
を
制
定
し
な
け
れ

677 

ば
、
外
国
人
と
結
託
し
た
好
民
に
よ
る
人
身
買
買
を
巌
禁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
刑
部
が
新
た
に
罰
則
を
定
め
た
と
い
っ
て
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も
、
外
園
側
は
人
身
買
買
の
取
締
り
は
清
朝
の
責
任
で
あ
る
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
、
ま
た
北
京
燦
約
の
規
定
に
照
ら
し
て
-章
程
を
制
定
し
な
け

れ
ば
、
ロ
質
を
設
け
て
は
好
民
を
か
ば
い
、
刑
部
の
新
章
を
招
工
を
認
め
た
僚
項
に
抵
燭
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
争
論
が
絶
え
な
い
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
、
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
刑
部
の
定
め
た
罰
則
を
、
招
工
章
程
の
末
尾
に
添
附
し
た
こ
と
で
、
将
来
各
省
で
人
身
買
買
事
件

を
庭
理
す
る
際
、
外
園
側
を
論
難
す
る
根
擦
に
で
き
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
清
朝
で
は
招
工
問
題
へ
の
封
麿
に
お
い
て
、
問
題
の
所
在
を
人
身
貰
買
に
よ
る
祉
曾
不
安
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
領

事
裁
判
樺
を
有
す
る
外
園
人
が
い
て
、
清
朝
地
方
官
の
慮
置
を
邪
魔
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
意
味
で

「
外
交
問
題
」
化
し
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
基
本
的
な
問
題
設
定
の
仕
方
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
は
純
然
た
る
「
外
交
問
題
」
と
い
う
よ
り
、
圏
内
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
嘗
初
-
章
程
交
渉
が
各
地
方
官
に
委
ね
ら
れ
た
の
も
、

首
然
と
い
え
ば
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
組
理
街
門
は
、
保
約
で
外
園
人
の

「
招
工

活
動
」
を
認
め
た
た
め
、
そ
れ
に
封
麗
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
清
朝
の
問
題
設
定
の
仕
方
に
現
れ
る
特
色
は
、
女
に
示
す
よ
う
に
、
ベ
ル

l
葦
工
虐
待
の
報
を
受
け
た
総
理
街
門
の
劉
躍
に
端

- 50一

的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

襖
門
か
ら
ベ
ル

l
に
迭
ら
れ
た
牽
工
が
船
上
や
招
工
先

で
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
の
照
舎
が
迭
付
さ
れ
て
き
た
。
特
に
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
か
ら
は
、
在
ベ
ル

l
華
工
が
リ
マ
駐
在
の
ア
メ
リ
カ
領
事

(
印
〉

官
に
宛
て
た
嘆
願
書
が
輔
逸
さ
れ
て
き
た
。

同
治
八
年
(
一
八
六
九
〉
四
月
、

駐
筆
ロ
シ
ア
公
使
や
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
よ
り
、

こ
う
し
た
照
舎
に
劃
す
る
組
理
街
門
の
回
答
は
、
虐
待
が
報
告
さ
れ
た
華
工
た
ち
は
、
招
工
活
動
を
禁
止
し
て
い
る
襖
門
か
ら
無
篠
約
園
の

ベ
ル

l
に
迭
ら
れ
た
者
た
ち
で
あ
り
、
襖
門
で
の
招
工
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
各
園
一
商
人
に
周
知
徹
底
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
、
並
び
に

(

日

)

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

無
傑
約
園
の
招
工
活
動
及
び
牽
工
の
無
篠
約
園
へ
の
渡
航
の
一
切
を
禁
止
す
る
、

海
外
の
虐
待
事
件
に
劃
す
る
組
理
街
門
の
封
麿
は
、

こ
れ
で
問
題
が
全
て
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
無
保
約
園
の
招
工
自
盟
を
禁
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
首
然

そ
の
後
、

同
治
九
年
四
月
十
九
日
(
一
八
七
0
・五

・
一
九
)
に
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
よ
り
、
駐



リ
マ
ア
メ
リ
カ
領
事
を
通
じ
て
清
朝
と
の
傑
約
締
結
を
準
備
中
で
あ
る
と
い
う
ベ
ル

l
側
の
劃
躍
が
俸
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
駐
華
ア
メ
リ
カ
公

使
は
、
自
ら
の
見
解
と
し
て
、
華
工
虐
待
の
原
因
は
、
清
朝
官
吏
が
ベ
ル

l
に
駐
在
し
て
い
な
い
た
め
に
、
華
工
に
は
究
罪
で
も
そ
れ
を
訴
え

(
臼
)

る
術
が
な
い
黙
に
あ
る
と
し
て
、
華
人
の
い
る
傑
約
園
に
官
吏
を
駐
在
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
。

さ
ら
に
、
同
治
十
年
四
月
二
十
一
日
(
一
八
七
一
・
六
・
八
)
に
は
、

(

臼

〉

(

M

)

て
き
た
。
こ
の
嘆
願
書
の
な
か
で
、
ベ
ル

l
の
華
工
た
ち
は
、
自
分
達
の
苦
境
を
の
ベ
、

の
地
に
往
来
し
通
商
に
従
事
し
て
い
る
が
、
各
園
は
均
し
く
自
園
よ
り
祇
遣
し
た
官
吏
を
駐
在
さ
せ
、

再
び
ベ
ル

l
の
華
工
の
嘆
願
書
が
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
よ
り
轄
迭
さ
れ

「
思
う
に
、
英
・
併
・
米
等
大
小
各
園
の
人
民
が
こ

か
つ
年
々
軍
艦
が
巡
航
し
、
園
々
は
大

臣
が
按
臨
す
る
た
め
、

し
、
華
人
に
た
い
し
て
は
様
様
な
軽
蔑
が
な
さ
れ
る
の
は
、
我
が
天
朝
で
は
軍
艦
の
巡
航
も
、
大
臣
の
按
臨
も
無
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
、
清

朝
よ
り
欽
差
大
臣
を
ベ
ル

l
に
涯
遣
す
る
か
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
に
代
理
領
事
を
依
頼
す
る
か
等
の
慮
置
を
求
め
た
。

ベ
ル

l
の
官
民
も
各
園
人
に
封
し
て
は
、

勝
手
に
法
を
曲
げ
て
悪
事
を
働
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
。

し
か

こ
の
嘆
願
書
を
轄
迭
し
た
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
は
、
代
理
領
事
に
し
て
も
暫
定
的
な
措
置
に
過
ぎ
ず
、
今
後
清
朝
と
ペ
ル
!
と
が
傑
約
関
係

〈

日

)

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
度
申
し
迭
っ
た
。

- 51ー

(

白

山

)

駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
の
意
見
に
封
し
、
総
理
街
門
は
、
同
治
十
年
五
月
三
十
日
(
一
八
七
一
・
七
・
一
七
〉
附
け
の
照
舎
の
な
か
で
、
華
工
虐

待
の
事
件
は
、
ベ
ル
ー
が
最
も
甚
だ
し
く
、
勝
手
に
彼
等
が
招
工
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
襖
門
だ
け
で
あ
る
、
こ
の
た
め
、
同
治
八
年
に

襖
門
で
の
招
工
活
動
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
各
圏
一
商
人
に
轄
識
し
て
頂
き
た
い
旨
照
曾
し
た
の
で
あ
る
、

ま
た
、
木
衛
門
で
は
、
衆
文
を

抄
し
て
南
贋
線
督
に
遁
知
し
、
臣
民
に
襖
門
に
行
っ
て
傍
働
契
約
を
受
け
な
い
よ
う
に
議
告
せ
し
め
、
外
園
人
一
商
人
の
襖
門
で
の
招
工
禁
止
に

つ
い
て
も
、
南
贋
紹
督
よ
り
随
時
各
園
領
事
と
相
談
し
慮
理
さ
せ
る
、
と
回
答
し
た
。

つ
ま
り
、
問
題
の
所
在
は
、
襖
門
で
の
不
法
な
招
工
活
動
に
あ
る
と
し
、
既
に
照
舎
し
て
い
る
よ
う
に
襖
門
で
の
招
工
活
動
の
禁
止
を
徹
底

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

679 

海
外
で
の
華
工
虐
待
事
件
と
い
う
「
外
交
問
題
」
も
、
出
洋
前
の
違
法
行
震
の
排
除
、
こ
の
場
合
で
い
え
ば
襖
門
で
の
招
工
活
動
の
禁
止
、
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と
い
う
方
法
で
封
躍
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
清
朝
が
行
っ
た
の
は
、
招
工
活
動
の
管
理
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
管
理
の
出
来

る
範
囲
内
で
、
出
洋
す
る
華
工
に
封
し
て
、
「
招
工
章
程
」
に
基
づ
き
保
護
を
輿
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
総
理
街
門
が
出
洋
前
の
違
法
行

局
の
取
締
り
と
い
う
形
で
、
管
理
で
き
る
範
圏
内
で
し
か
保
護
を
輿
え
よ
う
と
し
な
い
以
上
、
海
外
に
領
事
を
涯
遣
す
る
と
い
う
政
策
が
採
ら

れ
る
は
ず
も
な
い
。

し
か
し
、
園
際
的
な
情
況
型
化
に
よ
り
、
総
理
街
門
も
封
躍
の
獲
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る。

一
八
七

0
年
代
に
入
る
と
、

「ク
l
リ
l
貿
易
」

へ
の
国
際
的
批
判
と
、

そ
の
温
床
で
あ
る
契
約
移
民
制
度
自
瞳
を
慶
止
す
べ

き
と
の
撃
が

あ
が
っ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
中
園
に
お
い
て
も
、
駐
華
ア

メ
リ
カ
公
使

・
領
事
よ
り
、

ス
ペ
イ
ン
領
キ

ュ
ー
バ
で
の
華
工
虐
待
が
清
朝
に

(

貯

)

報
告
さ
れ
た
が
、
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使

・
領
事
の
批
判
は
、
中
園
で
の

「
招
工
制
度
」
自
鐙
に
も
及
び
、
清
朝
は
同
治
十
一
年
(
一
八
七
二
)
、

ス
ペ

イ
ン
人
に
よ
る
招
工
活
動
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
駐
華
ス
ペ
イ
ン
公
使
は
、
キ

L
l
バ
で
の
華
工
虐
待
の
事
質
を
否
定
し
、
在

(
日

)

(

臼

)

華
英

・
併
・

米

・
濁

・
露
公
使
に
よ
る
調
停
を
提
案
し
た
。
同
時
に
清
朝
に
封
し
て
、
招
工
活
動
禁
止
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
総
理
街
門
は
、
在
牽
英
米
公
使
の
助
言
の
も
と
、

キ
ュ

ー
バ
で
の
華
工
虐
待
事
賓
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
一
該
地
へ
の
調

(ω) 

査
園
の
涯
遣
を
決
定
、
営
時
ア
メ
リ
カ
で
留
翠
生
監
督
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
陳
蘭
彬
を
キ
ュ

ー
バ
に
涯
遣
す
る
こ
と
に
し
た。

(

口
出
〉

ベ
ル

ー
と
の
燦
約
締
結
問
題
も
起
こ

っ
た
。

- 52ー

ま
た
、
こ
の
ス
ペ
イ
ン
と
の
交
渉
と
並
行
し
て
、

「ク
l
リ
l
貿
易
」
が
終
わ
り
を
告
げ
よ
う

と
す
る
中
、
清
朝
と
の
聞
に
傑
約
関
係
を
有
し
な
い

ペ
ル

ー
で
は
、
清
朝
と
篠
約
を
締
結
し
、
合
法
的
な
招
工
活
動
を
行
え
る
環
境
を
作
る
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
組
理
衛
門
は
、
専
ら
華
工
の
誘
拐
・
販
買
を
事
と
し
、
そ
の
虐
待
の
甚
だ
し
い
ベ
ル

ー
と
は
篠
約
の

締
結
な
ど
望
ま
な
い
と
回
答
し
、
交
渉
に
入
る
篠
件
と
し
て
、
現
在
ベ
ル

l
に
い
る
華
工
全
員
の
中
園
迭
還
と
、
以
後
の
招
工
の
禁
止
と
を
提

(

臼

)

(

臼

)

示
し
た
。
北
洋
大
臣
李
鴻
章
は
、
保
約
を
締
結
し
た
方
が
、

ベ
ル

l
の
招
工
活
動
に
何
ら
か

の
制
限
が
で
き
る
と
総
理
街
門
に
提
案
し
た
。
だ

が
、
組
理
街
門
の
既
定
の
方
針
に
配
慮
し
、

ベ
ル

ー
へ
の
調
査
圏
の
涯
遣
と
、
調
査
圏
訪
問
時
に
在
ベ
ル

l
華
工
の
う
ち
開
園
を
希
望
す
る
者

に
劃
し
て
は
、
ベ
ル

1
側
が
費
用
を
負
捻
し
て
信
仰
園
さ
せ
る
こ
と
等
を
ベ
ル

l
側
と
確
認
し
た
上
で
、
篠
約
締
結
の
変
渉
を
開
始
し
た
。
こ
う



ペ
ル
l
使
節
と
逼
商
傑
約
を
締
結
し
、
問
題
の
招
工
に
つ
い
て
は
、
第
六
僚
に
バ
l
リ
ン
ゲ
l
ム
傑
約
第
五
僚
に
な
ら
っ
て

(

臼

)

雨
園
人
民
の
自
由
意
志
に
よ
ら
な
い
移
民
の
招
致
は
許
さ
な
い
と
の
原
則
を
明
記
し
た
。
ま
た
、
領
事
の
互
振
も
規
定
さ
れ
た
(
第
四
傑
)
。

し
て
李
鴻
章
は
、

同
治
十
三
年
十
二
月
(
一
八
七
五
・
一
)
、
陳
蘭
彬
が
キ

7iパ
華
工
虐
待
の
事
買
を
誼
明
す
る
膨
大
な

調
査
報
告
を
携
え
て
揖
開
園
す
る
と
、
情
況
は
大
き
く
襲
化
し
た
。
以
後
の
綿
理
街
門
と
駐
華
ス
ペ
イ
ン
公
使
、
及
び
五
か
園
公
使
圏
と
の
変
渉

(

印

)

お
よ
び
領
事
涯
遣
に
闘
す
る
貼
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

キ
ュ
ー
バ
華
工
問
題
に
つ
い
て
は
、

過
程
に
つ
い
て
、

筆
工
の
誘
拐
に
よ
る
出
洋
と
キ
ュ
ー
バ
で
の
虐
待
の
事
賓
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

朝
は
、
逆
に
ス
ペ
イ
ン
側
と
公
使
圏
に
劃
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
側
が
な
す
べ
き
補
償
措
置
の
裁
定
を
求
め
た
。
こ
れ
に
劃
し
公
使
圏
は
、
あ
く
ま

で
調
停
者
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
し
、
ス
ペ
イ
ン
側
と
の
交
渉
を
勤
告
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
側
も
態
度
を
改
め
、
交
渉
の
基
と
な
る
提
案
を
行
っ

た
。
こ
の
提
案
の
中
に
は
、
清
朝
側
か
ら
キ
ュ
ー
バ
に
領
事
を
涯
遣
す
る
こ
と
、
華
人
で
キ
ナ
l
バ
で
の
勢
働
を
希
望
す
る
も
の
は
、
キ
ュ

l

(

侃

)

バ
到
着
後
清
朝
領
事
の
前
で
努
働
契
約
を
結
ぶ
こ
と
、
と
い
う
清
朝
の
領
事
涯
遁
と
そ
の
役
割
に
闘
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
組
理
街
門

は
、
領
事
の
祇
遣
自
瞳
に
は
前
向
き
で
あ
っ
た
が
、
領
事
の
役
割
に
闘
し
て
は
、
中
園
で
の
契
約
を
前
提
と
し
た
「
招
工
章
程
」
と
符
合
し
な

(
目
別
)

ま
た
領
事
裁
剣
擢
を
求
め
た
。
こ
こ
で
調
停
者
で
あ
る
公
使
圏
が
、

「
招
工
章
程
」
の
あ
っ
か
い
、

ス
ペ
イ
ン
側
か
ら
賠
償
請
求
を
受
け
て
い
た
清

53ー

い
と
し
、

ス
ペ
イ
ン
側
の
案
を
改
訂
し
、
調
停
案
を
作
成
、
交
渉
は
公
使

キ
ュ
ー
バ
へ
の
中
園
人
勢
働
者
の
移
民

圏
と
清
朝
と
の
聞
に
移
さ
れ
た
。
公
使
圏
は
、
現
行
の
「
招
工
制
度
」
自
瞳
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、

ま
た
領
事
裁
判
権
は
キ
ナ
l

バ
駐
在
の
他
園
領
事
も
有
し
て
い
な
い
権
限
で
あ
る
と
し
、

(

伺

)

び
領
事
裁
剣
権
要
求
は
と
も
に
放
棄
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
組
理
街
門
の
反
駁
の
内
容
で
あ
る
。
組
理
精
門
は
華
工
へ
の
虐
待
は
、
「
招
工
章
程
」
の
依
陥
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
と
し
、
公
使
圏
の
唱
え
る
「
自
由
移
民
」
原
則
の
適
用
に
た
い
し
て
、
「
自
由
移
民
」
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
「
招
工
章
程
」
の
闘
興
す

は
、
自
由
移
民
と
す
る
こ
と
、

「
招
工
章
程
」
お
よ

681 

る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
明
言
さ
れ
て
い
る
と
し
て
「
自
由
移
民
」
原
則
を
こ
こ
で
確
認
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈

(

印

)

す
る
。
さ
ら
に
、
清
朝
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
「
招
工
」
問
題
な
の
で
あ
り
、
問
題
の
所
在
が
遣
う
と
答
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
組
理
街
門
の
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見
解
と
「
招
工
制
度
」
自
盟
を
問
題
と
す
る
公
使
圏
の
見
解
と
は
か
み
あ
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
領
事
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
キ
ュ
ー
バ
で
は
筆
工
は
か
つ
て
の
黒
人
奴
殺
と
同
様
に
雇
用
主
に
よ

っ
て
私
的
に
制
裁
が
加
え
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
華
工
に
た
い
し
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
中
外
の
刑
法
が
異
な
る
こ
と
か
ら
西
洋
諸
園
は
中
国
で
領

事
裁
判
権
を
有
し
て
い
る
が
、

る
、
と
他
園
領
事
を
引
き
合
い
に
出
し
て
清
朝
領
事
の
裁
判
権
を
認
め
な
い
こ
と
の

ス
ペ
イ
ン
の
筆
工
を
遇
す
る
方
法
が
異
な
る
以
上
、

清
朝
は
キ
ュ

ー
バ
で
領
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
べ
き
で
あ

(
市
)

を
訴
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、

「不
卒
等
」

「
領
事
裁
判

権
」
を
通
じ
て
清
朝
の
お
か
れ
て
い
る
園
際
的
な
立
場
を
考
え
る
視
座
が
清
朝
内
部
に
あ
り
、
こ

の
こ
と
が
、
清
朝
の
領
事
涯
遁
の
一
つ
の
要

因
で
あ
っ
た
。
も
、
ち
ろ
ん
、

同
時
期
日
本
が
領
事
裁
判
擢
の
撤
慶
を
求
め
る
外
交
交
渉
を
行
っ
て
い
た
の
と
は
、
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
無
い
。

し
か
し
、
結
局
公
使
圏
の
調
停
案
を
受
け
入
れ
、
組
理
街
門
は
公
使
圏
の
用
意
し
た
篠
約
案
に
若
干
の
手
直
し
を
加
え
た
傑
約
案
を
提
示
し

(九
)

(

η

)

た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
ス

ペ
イ
ン
側
の
態
度
が
急
襲
し
、
保
約
案
を
桓
否
、

公
使
圏
も
調
停
か
ら
退
き
、
交
渉
は
行
き
詰
ま
っ
た
。
同
年
五
月

(
一
八
七
五
・
五
)
の
こ
と
で
あ
る
。

結
局
篠
約
が
締
結
さ
れ
た
の
は
、

光
緒
三
年
(
一
八
七
七
〉

で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、

貫
際
に
締
結
さ
れ
た
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僚
約
は
、
光
緒
元
年
五
月
に
清
朝
が
提
示
し
た
倹
約
案
と
大
差
な
く
、
交
渉
の
主
要
な
要
素
は
陳
蘭
彬
開
園
後
か
ら
光
緒
元
年
五
月
ま
で
の
一

(

刊

日

〉

連
の
交
渉
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
清
朝
は
華
工
虐
待
の
甚
だ
し
い
キ
ι
I
バ
・
ベ
ル

l
に
領
事
館
を
設
置
し
、
そ
の
措
置
は
南
地
域
の
華
工
の
待
遇
改
善
に

一
定
の

(

引

叶

)

数
果
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

一八
六
O
年
の
招
工
活
動
の
許
可
か
ら
キ
ュ
ー
バ

・
ベ
ル
ー
へ

の
領
事
涯
遣
へ
と
い
う
動
き
は
、

中
園
で
の
招
工
活
動
の
管
理
の
み
を
行
つ

て
い
た
紋
態
か
ら
、
海
外
で
の
華
工
虐
待
に
封
し
領
事
を
涯
遣
し
て
保
護
を
興
え
る
と
い
う
段
階
へ

と
襲
化
し
た
と
整
理
で
き
る
。
だ
が
、
そ

れ
が
「
移
民
政
策
」
全
般
の
獲
化
と
位
置
づ
け
う
る
か
ど
う
か
に
は
ま
だ
問
題
が
残
る
。
確
か
に
詳
細
な
章
程
の
制
定
、
調
査
圏
の
涯
遣
、
そ

し
て
領
事

の

涯

遁

と

、

し

か

し

、

そ

れ

に

は

同
時
に
「
管
理
」
の
問
題
が
伴
っ
て
い
た
。
例
え
ば
華
人
の
出
洋

そ
の
保
護
政
策
は
準
展
し
た
。



に
闘
し
、
清
朝
が
積
極
的
に
管
理
・
保
護
し
た
の
は
招
工
活
動
に
関
わ
る
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
以
外
の
管
理
で
き
な
い
部
分
は

放
任
し
て
い
た
。
管
理
で
き
る
範
囲
内
で
し
か
保
護
を
輿
え
な
い
と
い
う
政
策
は
、

「
棄
民
政
策
」
と
挟
を
一
に
す
る
。

ア
イ
リ
ッ
ク
氏
は
、

自
由
移
民
原
則
へ
の
理
解
を
通
じ
て
清
朝
は
「
移
民
」
そ
の
も
の
へ
の
認
識
を
拙
変
化
さ
せ
た
と
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
で
、

華
工
問
題

へ
の
封
臆
と
い
う
、
在
外
華
人
の
あ
る

一
部
分

へ
の
掛
躍
の
嬰
化
か
ら
「
移
民
」
全
般
に
謝
す
る
政
策
の
襲
化
を
導
こ
う
と
し
て
い

(

市

)

る
。
だ
が
、
自
由
移
民
云
々
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
現
時
期
で
は
疑
問
が
残
る
。
清
朝
の
政
策
を
検
討
す
る
際
、
問
題
の
所
在

は
か
か
る
「
保
護
」
と
「
管
理
」
を
不
可
分
の
も
の
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
招
工
問
題
の
延
長
上
に
起
こ
っ
た
領
事
涯
遣

と
い
う
新
し
い
動
き
が
、
清
朝
の
在
外
華
人
に
劃
す
る
政
策
全
般
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
こ
の
貼
は
改
め
て
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

南
洋
へ
の
領
事
波
建
議
論
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こ
れ
ま
で
、
封
日
関
係
及
び
華
工
問
題
と
い
う
新
し
い
局
面
に
針
麿
し
て
領
事
の
波
遁
が
清
朝
で
検
討
さ
れ
始
め
た
経
緯
を
み
て
き
た
。
こ

の
領
事
涯
遁
と
い
う
新
政
策
が
、

の
よ
う
な
影
響
を
興
え
た
の
か
、
嘗
然
こ
の
よ
う
な
間
い
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

中
園
と
歴
史
的
・
地
理
的
に
近
く
、

華
人
の
往
来
も
盛
ん
な
東
南
ア
ジ
ア
(
南
洋
)
へ
の
清
朝
の
政
策
に
ど

し
か
し
、
初
期
の
清
朝
に
よ
る
在
外
領
事
館
設
立
朕
況
を
み
る
と
、
筆
入
社
舎
が
す
で
に
形
成
さ
れ
、
活
援
な
経
済
活
動
を
展
開
し
て
い
た

東
南
ア
ジ
ア
ハ
南
洋
)
へ
の
領
事
涯
遣
は
、

〈

刊

山

)

主
要
原
因
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
一
方
、
余
定
邦
氏
は
、
在
ヤ
ン
ゴ
ン
領
事
館
設
立
過
程
を
論
じ
た
研
究
で
、
清
朝
は
一
一
帝
園
主
義
を
恐
れ
、
在

外
領
事
設
立
を
コ
元
来
事
の
無
い
と
こ
ろ
へ
故
意
に
問
題
を
起
こ
す
こ
と
(
無
事
生
擾
)
」

〈

η
)

遅
れ
た
原
因
の
一
つ
を
清
朝
の
消
極
的
態
度
に
求
め
て
い
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
、
清
朝
の
財
政
難
に
よ
る
経
費
不
足
を

と
み
な
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

ヤ
ン
ゴ
ン
設
領
が

'683 

こ
の
貼
に
つ
い
て
余
定
邦
氏
が
根
擦
と
し
て
い
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。
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す

葦
し
西
人
の
中
園
に
領
事
を
設
く
る
に
、
得
る
所
の
権
利
、
公
法
を
溢
ぐ
、
若
し
中
国
例
を
援
き
暴
行
す
れ
ば
、
則
ち
施
報
之
開
、
甚
だ

慮

置

し

難

く

、

償

し

常

理

を

論

ず

れ

ば

、

百
方
携
阻
す
る
所
以
な
り
。

凡
そ
海
外
の
華
民
は

均
し
く
宜
し
く
法
を
設
け
て
保
護
す
ベ

且
つ
彼
此
の
刑
章
律
法
懸
殊
し
、
彼
も
亦
藷
口
す
る
所
有
り
。
若
し
領
事
を
添
え
て
市
も

(
苅
)

華
民
を
管
理
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
惟
経
費
の
饗
し
難
き
の
み
な
ら
ず
、
亦
且
つ
事
無
き
に
擾
を
生
ず
る
な
り
。

しく

無ど中
如工園
せ 果
んた
中 し
園 て
の能
力く
量 自
未強
だす
遣 れ
あば
ら
ず 正

に
此
の
機
舎
に
乗
じ
て
、

雨
相
抵
制
し
、

約
-章
を
更
定
し
、

鞘
西
園
領
事
之
権
を
去
る
ベ

こ
の
史
料
は
、
出
使
英
法
大
臣
で
あ
っ
た
曾
紀
津
に
宛
て
た
李
鴻
章
の
返
書
で
、
彼
の
幕
僚
辞
一
帽
成
が
代
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
曾
紀
津
の
書

簡
の
内
容
が
わ
か
ら
な
い
以
上
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
史
料
か
ら
は
、
領
事
館
設
立
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
そ
の
領
事
が
有
す
べ

き
権
限
|
|
特
に
領
事
裁
判
権
ー
ー
も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、

丁
目
昌
の
「
市
舶
司
」
設
置
の
提
案
に
お
い
て
、

そ
の
主
要
な
涯
遣
先
は
南
洋
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
南
洋
へ
の
領
事
涯
遣
自
瞳
は
早
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く
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
た
。

で
は
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
輿

味
深
い
論
議
が
行
わ
れ
た
の
は
、
蓋
部
門
出
兵
事
件
後
の
海
防
論
議
に
お
い
て
で
あ
る
。

海
防
論
議
の
な
か
で
領
事
涯
遣
を
提
案
し
た
の
は
、
衣
の
二
人
の
地
方
大
官
で
あ
る
。

(
m
m
)
 

一
幅
建
巡
撫
王
凱
泰
の
意
見
は
、
丁
目
昌
の
「
市
舶
司
設
置
論
」
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
要
目
的
は
異
な
っ
て
い
た
。
丁
目

昌
の
そ
れ
が
海
外
の
「
有
奇
技
異
能
者
」
の
招
致
で
あ
っ
た
の
に
劉
し
、
王
凱
泰
の
関
心
は
経
済
上
の
問
題
に
あ
っ
た
。
篠
約
港
・
一
踊
州
を
所

管
す
る
も
の
と
し
て
、

王
凱
泰
は
、
貿
易
の
現
肢
と
は

「
洋
人
の
抑
勤
」
を
受
け
て
い
る
朕
態
で
あ
る
と
し
、
官
員
の
海
外
涯
遣
を
、
外
洋
で

「
領
事
涯
遁
論
」
に
お
い
て
、
経
済
上
の
数
果
を

活
設
な
経
済
活
動
を
展
開
す
る
華
一
商
と
の
紐
帯
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
期
待
し
た
。

重
視
し
た
意
見
で
あ
る
。

一
方
、
南
江
総
督
李
宗
義
の
「
領
事
涯
遁
論
」
は
趣
を
異
に
す
る
。
海
外
の
華
入
社
舎
の
存
在
に
注
目
す
る
貼
は
同
じ
で
あ
る
が
、
李
宗
義



の
提
案
す
る
領
事
の
役
割
と
は
、
海
外
の
華
入
社
舎
の
首
領
と
連
携
し
、
指
導
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
首
領
に
は
官
職
を
授
け
、
園
練
の
指

(
印
)

揮
に
嘗
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
領
事
自
身
が
園
練
に
嘗
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
涯
遣
目
的
が
中
圏
内
と
同
様
、
海
外
の
華
入
社

舎
で
も
園
練
を
賓
施
す
る
こ
と
、
と
い
う
の
は
、
遁
常
考
え
ら
れ
る
領
事
の
役
割
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
の
地
域
に
、
す
で
に
確
た
る
華
入
社
舎
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
清
朝
の

影
響
力
を
領
事
制
度
に
よ
っ
て
及
ぼ
し
得
る
と
、
李
宗
義
は
や
や
、
過
大
に
評
債
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
唐
突
な
考
え

な
意
見
が
出
て
く
る
背
景
に
は
、

と
も
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
南
江
総
督
で
あ
る
彼
の
身
近
に
は
、
僚
約
に
よ
っ
て
康
範
な
裁
剣
擢
と
行
政
権
と
を
行
使
す
る
外
園
領
事
と
濁
自

の
行
政
機
構
を
有
す
る
租
界
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
二
人
の
提
案
に
劃
す
る
反
響
は
、
醇
親
王
突
語
が
、
採
用
を
検
討
す
べ
き
諸
議
論
の
中
に
、

(
U
U
)
 

に
翠
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

「
招
致
海
島
華
人
」
の
議
と
し
て
、
簡
単

だ
が
、
こ
こ
で
、
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「
海
外
華
人
」
で
は
な
く
「
海
島
華
人
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
意
味
が
あ
っ
た
。

一
連
の
議
論
を
受
け
て
、
紹
理
街
門
は
最
終
的
な
意
見
を
ま
と
め
た
上
奏
を
行
う
が
、
そ
の
な
か
で
、
こ
の
「
招
致
海
島
華
人
」
の
議
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

一
、
醇
親
王
摺
内
招
致
海
島
華
人
に
議
及
す
。
李
宗
義
海
外
各
捕
頭
枇
丁
を
園
練
す
る
を
以
て
計
と
震
す
c

王
凱
泰
躍
に
筆
一
商
、
華
人
の

外
洋
に
在
る
者
を
調
護
す
べ
し
と
謂
う
。
臣
等
査
す
る
に
各
海
島
の
中
園
に
在
る
者
に
居
す
る
所
の
華
人
、
海
洋
の
形
勢
に
習
い
、
風
漢

を
慣
歴
す
、
如
し
用
う
べ
き
の
人
有
れ
ば
、
自
ず
か
ら
醤
に
酌
量
し
て
招
募
す
ベ
し
、
其
の
地
の
西
洋
各
園
に
属
す
も
の
及
び
華
洋
に
界

居
す
る
も
の
、
確
か
に
何
固
に
属
す
る
な
き
の
慮
と
雄
も
、
何
園
之
人
多
き
と
魚
す
は
、
即
ち
勢
と
し
て
偏
重
有
る
者
有
り
、
均
し
く
我

〈

位

)

が
政
令
の
能
く
偏
く
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
、
招
募
或
い
は
行
う
べ
く
も
、
園
練
未
だ
謹
に
掛
じ
易
す
か
ら
ず
。

つ
ま
り
、
「
海
外
」
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
清
朝
の
政
令
は
と
ど
か
な
い
が
、
「
海
島
」
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
「
海
外
」
と
同
一
の
地
域
を
指

685 

す
の
で
は
な
く
、
清
朝
の
統
治
下
の
諸
島
も
含
む
こ
と
に
な
り
、
指
し
示
す
地
域
が
陵
昧
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
醇
親
王
が
わ
ざ
わ
ざ

「海
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島
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
外
交
に
類
す
る
問
題
を
暖
昧
に
慮
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

題
とま
した
て
併総
記理
し(街
た83門
。〉は

績
け
て

王
凱
泰
の
華
一
商
保
護
論
と
、
自
ら
が
ち
ょ
う
ど
扱
っ
て
い
た
華
工
虐
待
問
題
に
つ
い
て
も
、
叫
到
底
す
べ
き
問

こ
の
総
理
街
門
の
上
奏
に
関
し
て
下
っ
た
上
識
は

著
し
て
李
鴻
章
一
を
涯
し
北
洋
海
防
事
宜
を
督
崩
せ
し
め
、
沈
葎
禎
を
涯
し
南
洋
海
防
事
宜
を
督
掛
せ
し
む
。
所
有
分
洋
、
分
任
、
練
軍
、

(

白

)

設
局
及
び
招
致
海
島
華
人
の
諸
議
は
、
統
べ
て
一
該
大
臣
等
に
蹄
し
、
要
を
揮
び
簿
榔
せ
し
む
。
.

と
、
南
北
洋
に
海
軍
を
設
置
す
る
に
あ
た
っ
て
慮
置
す
べ
き
事
項
の
一
つ
と
し
て
「
招
致
海
島
華
人
」
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
連
の
議
論
を
通
じ
て
、
初
め
に
王
凱
泰
、
李
宗
義
が
提
案
し
た
「
領
事
涯
遣
論
」
が
、
醇
親
王
の
提
案
を
う
け
て
、
そ
の
性
格
が
出
現
容

さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、

問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
「
圏
内
問
題
」
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
貼
で
は
、

「
領
事
涯
遣
」
と
い
う
外
交
政
策
上
の
問
題
が
、
純
粋
に
軍
事
政
策
上
の

ま
だ
清
朝
が
在
外
華
人
に
劃
す
る
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政
策
の
大
幅
な
襲
更
を
決
定
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
策
襲
更
へ
の
抵
抗
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、

地
方
大
官
に
よ
る
「
領
事
涯
遣
論
」
自
瞳
に
も
問
題
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
李
宗
義
の
唱
え
る
よ
う
な
、
領
事
の
涯
遣
を
遁
じ
て
海

外
に
清
朝
の
影
響
力
を
積
極
的
に
及
ぼ
す
と
い
う
政
策
は
、
華
入
社
舎
の
も
っ
と
も
護
達
し
て
い
た
南
洋
が
す
で
に
西
洋
各
闘
の
植
民
地
に
な

っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
支
配
権
の
確
立
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
な
か
で
は
、
嘗
然
こ
れ
ら
の
園
々
と
の
複
雑
な
外
交
問
題
を
引
き
起
こ

「
領
事
涯
遁
論
」
は
、
園
際
法
の
範
圏
内
で
在
外
居
留
民
を
保
護
す
る
か
ど
う
か
、

と
い
っ
た
問
題
を
越
え
た
、
複
雑
な

す
こ
と
と
な
ろ
う
。

割
外
政
策
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
情
勢
の
な
か
、
在
外
華
人
へ
の
政
策
の
饗
更
を
再
び
上
奏
し
た
の
は
李
鴻
重
で
あ
る
。

先
に
ベ
ル

l
使
節
と
燦
約
交
渉
を
行
っ
て
い
た
李
鴻
章
は
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
も
う
一
人
の
ア
メ
リ
カ
留
翠
生
監
督
で
あ
る
容
闘
に
ベ
ル

l
葦
工
の
貫
態
調
査
を
命
じ
て
い
た
。
こ
の
容
聞
か
ら
、
ベ
ル
ー
で
の
華
工
虐
待
の
悲
惨
な
質
情
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
た
李
鴻
章
は
、
光
緒



元
年
六
月
(
一
八
七
五
・
七
)
傑
約
批
准
書
交
換
の
た
め
来
牽
し
た
ベ
ル

1
使
節
に
こ
の
事
寅
を
つ
き
つ
け
、
ベ
ル

I
側
に
封
慮
を
求
め
た
。
交

渉
の
結
果
、
清
朝
側
か
ら
使
節
を
現
地
に
波
遣
し
、
現
地
で
適
宜
交
渉
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
照
曾
文
の
形
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
、
篠
約

(

邸

)

(

邸

)

の
批
准
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
李
鴻
-
章
は
再
度
ベ
ル
ー
へ
の
使
節
涯
遣
を
奏
請
し
た
。
李
鴻
-
章
は
容
閣
の
報
告
か
ら
、
ベ
ル

l
に
委
員
を
波
遣

(

町

山

)

し
、
現
地
嘗
局
と
随
時
交
渉
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
上
奏
に
た
い
し
て
、

(

邸

)

は
、
組
理
街
門
と
李
鴻
章
、
沈
葎
禎
の
南
北
洋
大
臣
と
が
協
議
し
、
報
告
せ
よ
と
い
う
命
が
下
っ
た
。
こ
の
後
、
第
二
-
章
で
み
た
よ
う
に
李
鴻

章
は
日
本

へ
の

「理
事
官
」
涯
遁
に
つ
い
て
も
純
理
街
門
に
早
期
実
施
を
求
め
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
総
理
衛
門
は
つ
い
に
キ
ュ
ー
バ
、
ベ
ル

〈

卸

)

ー
に
領
事
館
を
設
立
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
、
ベ
ル

l
、
ス
ペ
イ
ン
駐
在
公
使
を
涯
遣
す
る
こ
と
を
奏
請
し
て
裁
可
を
受
け
た
。
日

(

卯

)

本
へ
の
使
節
涯
遣
も
、
翌
年
(
一
八
七
六
〉
マ

l
ガ
リ
l
事
件
解
決
後
に
質
施
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
領
事
官
(
「
理
事
官
」
)
の
涯
遣
が
念
務
と
さ
れ
た
地
域
で
は
、

ベ
ル
ー
へ
の
使
節
涯
遣
に
つ
い
て

施
は
遅
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、

た
と
え
ば
日
本
で
の
西
南
戦
争
勃
震
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
寅

イ
ギ
リ
ス
に
マ

l
ガ
リ
l
事
件
の
謝
罪
使
乗
駐
英
公
使
と
し
て
涯
遣
さ
れ
た
郭
嵩
煮
に
よ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
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に
清
朝
に
と
っ
て
最
初
の
領
事
館
が
設
立
さ
れ
た
。

(

川

出

)

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領
事
館
設
立
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
言
及
し
て

い
る
が
、
そ
こ
で
は
郭
嵩
煮
の
果
た
し
た
役
割

と
彼
の
洋
務
思
想
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
「
出
使
大
臣
」

(
在
外
公
使
)
と
領
事
官
と
の
制
度
上
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。

大
臣
」
は
、
其
の
名
の
逼
り
「
欽
差
官
」
で
あ
り
、
純
理
縛
門
と
は
統
廃
関
係
に
は
な
い
。
参
事
官
な
ど
在
外
使
館
の
館
員
も
出
使
大
臣
の
障

(
但
〉

員
と
し
て
そ
の
人
事
穫
は
出
使
大
臣
に
あ
る
。
領
事
は
こ
の
障
員
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
キ
ュ
ー
バ
、
ベ
ル

l
領
事
館
設
立
を
奏
請
し
た
総
理

(
幻
)

街
門
の
上
奏
で
は
、
領
事
館
の
設
立
も
出
使
大
臣
が
携
嘗
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
郭
嵩
煮
は
在
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領
事

館
を
設
立
し
、
さ
ら
に
胡
環
濠
を
南
洋
総
領
事
と
し
て
、
他
の
南
洋
各
埠
頭
も
管
理
さ
せ
よ
う
と
計
量
し
た
。
ま
た
領
事
館
設
置
の
目
的
を
、

(

川

田

)

華
一
商
の
保
護
及
び
統
制
・
管
理
と
し
て
お
り
、
す
で
に
具
鐙
化
し
て
い
た
キ
ュ
ー
バ
、
ベ
ル

1
及
び
日
本
へ
の
設
領
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
反
映
し

ま
ず
、

「
出
使
大
臣
」
、

正
確
に
は
「
出
使
欽
差

687 



688 

て
い
る
。

で
は
、
こ
の
措
置
を
清
朝
木
園
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

郭
嵩
煮
の
提
議
を
受
け
た
総
理
街
門
は
、
女
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
。

査
す
る
に
臣
街
門
出
使
経
費
を
原
議
し
た
る
に
兼
ね
て
領
事
及
び
正
副
領
事
に
及
び
た
る
は
、
本
よ
り
美
園
之
金
山
、

日
斯
巴
尼

E
之
古

巴
、
秘
魯
之
利
馬
及
び
日
本
園
之
長
崎
等
慮
、
中
園
人
民
彼
に
在
る
こ
と
寅
に
繁
た
る
に
、
徒
須
ら
く
領
事
を
設
け
以
て
鈴
束
保
護
に
責

す
べ
き
の
慮
あ
る
に
因
り
、
其
の
設
立
す
る
べ
き
や
否
や
は
、
侃
お
出
使
大
臣
よ
り
自
ら
酌
度
を
行
う
ベ
し
。
:
:
・
出
使
大
臣
自
ら
嘗
に

各
お
の
至
る
所
の
各
園
地
方
の
情
形
に
就
き
て
一
夜
寅
し
詳
繁
し
櫛
理
す
べ
く
も
、
九
そ
の
出
使
大
臣
皆
を
し
て
領
事
を
其
の
固
に
設
け
し

一
該
大
臣
(
郭
嵩
器用
)
擬
し
て
委
員
胡
醍
岨
停
を
滋
び
承
充
し
て
即

ち
に
作
し
て
星
嘉
坂
領
事
官
と
震
す
。
:
:
:
(
南
洋
総
領
事
に
つ
い
て
は
〉
査
す
る
に
中
園
領
事
官
の
事
経
に
創
設
す
る
も
、
南
洋
各
埠

頭
相
隔
た
る
こ
と
甚
だ
遥
か
に
し
て
、
胡
臨
海
甫
め
て
事
に
任
ぜ
し
む
る
に
、
才
具
即
ち
任
に
勝
う
る
も
、
耳
目
も
亦
逮
か
に
周
ね
く
し

む
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。

今
星
嘉
披
須
ら
く
領
事
を
設
く
べ
き
を
以
て
、
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難
し
。
出
使
各
園
大
臣
及
び
南
北
洋
大
臣
、
雨
贋
総
督
、
勢
と
し
て
も
亦
節
制
す
る
能
わ
ず
。
麿
に
従
緩
安
簿
を
請
う
ベ
し
。
此
の
時
置

(

問

山

)

)
内
は
引
用
者
に
よ
る
〉

議
を
庸
う
る
な
か
れ
。
:
:
:
(
(

こ
の
な
か
で
、
総
理
衛
門
が
、
出
使
経
費
の
中
に
、
領
事
の
項
目
を
設
け
た
理
由
を
、

ア
メ
リ
カ

キ
ュ
ー
バ
、

J 之

ノレ

日
本
へ
の
領
事
官

(「理
事
官
」)
の
涯
遣
を
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た

と
説
明
す
る
一
方
で
、

す
べ
て
の
出
使
大
臣
が
涯
遣
先
で
領
事
館
を
設
立
す
る

ぃ
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

現
在
議
論
の
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
、
深

「
領
事
波
遣
論
」
の
な
か
で
、
華
入
社
曾
の
設
達
し
て
い
る
南
洋
各
埠
頭
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
に
も

ま
た
胡
磁
津
の
南
洋
総
領
事
任
命
に
つ
い
て

必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
、

か
か
わ
ら
ず
、
南
洋
各
埠
頭
へ
の
領
事
涯
遣
を
、

議
論
の
必
要
な
し
と
す
る
総
理
宥
門
の
こ
の
上
奏
は
、

や
は
り
海
防
論
議
の
際
に
み
ら
れ

た
、
在
外
華
人
政
策
の
襲
更
へ
の
抵
抗
や
、
南
洋
へ
の

「領
事
涯
遣
論
」
自
瞳
が
含
む
複
雑
な
外
交
問
題
を
さ
け
よ
う
と
す
る
清
朝
内
部
の
態

度
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



以
上
、
あ
く
ま
で
推
論
の
域
を
で
な
い
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
時
黙
で
総
理
宥
門
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
総
領
事
館
と
す
る
こ
と
に
は
同
意

し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
後
も
南
洋
各
埠
頭
へ
の
領
事
涯
遣
を
も
と
め
る
意
見
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
)
都
察
院
よ
り
代
奏
さ
れ
た
貴
州
候
補
道
羅
臆
競
の

「
敬
陳
管
見
疏
」

で
は
、

ま
ず
在
牽
西
洋
人
の
朕
況

を
「
西
人
の
吾
が
境
に
在
る
に
、
兵
船
以
て
之
を
保
護
す
る
有
り
。
又
練
園
以
て
自
強
す
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
清
朝
も
西
洋
諸
固
に
な
ら

っ
て
南
洋
各
埠
頭
に
領
事
を
涯
遣
し
て
園
練
を
組
織
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
う
す
れ
ば
、
清
朝
は
海
外
に
「
百
高
の
侍
む
べ
き
師
」
を
有

(
町
四
〉

す
る
こ
と
と
な
り
、
外
交
安
渉
に
お
い
て
も
稗
盆
す
る
と
こ
ろ
あ
り
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
は
、
上
誌
に
よ
り
南
北
洋
大
臣

の
検
討
に
附
さ
れ
た
が
、
南
洋
大
臣
沈
葎
禎
は
、
在
外
華
人
は
皆
保
護
す
べ
き
で
あ
る
が
、
遍
く
領
事
館
を
設
立
す
る
徐
裕
は
な
い
と
し
、
在

外
華
人
の
十
人
に
九
人
は
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
お
り
、
軍
事
数
練
を
行
い
百
首
問
の
侍
む
べ
き
師
と
な
す
な
ど
非
現
質
的
で
あ
る
と
覆
奏
し

(

肝

〉

(
m
m
)

た
。
北
洋
大
臣
李
鴻
章
の
覆
奏
は
、
こ
の
問
題
に
燭
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
政
治
外
交
上
重
要
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
李
鴻
章
は
、
南
洋
へ
の
領
事
波
遣
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
川
隼
敬
書
院
山
長
・
王
闇
運
と
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
中
に
、
南
洋
領
事
涯
遣
に
閲
す
る
彼
の
考
え
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

幸
い
な
こ
と
に
、
整
方
の
書
簡
の
内
容
が
確
認
で
き
る
の
で
、
ま
ず
、
先
に
書
か
れ
た
王
閏
運
の
書
簡
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
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か
つ
て
曾
園
藩
の
幕
下
に
お
り
、
李
鴻
章
、
郭
嵩
烹
と
も
奮
知
で
あ
っ
た
。
こ
の
郭
嵩
烹
か
ら
李
鴻
章
一
の
郭
嵩
煮
に
宛
て
た
書

簡
を
み
せ
ら
れ
た
王
闘
運
は
、
李
鴻
章
の
外
交
方
針
に
賛
同
を
示
し
つ
つ
、
自
ら
の
洋
務
大
要
を
述
べ
た
の
が
こ
の
書
簡
で
あ
る
。

王
閏
運
は
、

そ
の
中

で
、
王
闇
運
は
、
南
洋
へ
の
領
事
涯
遣
に
も
言
及
し
て
い
る
。

今
之
計
は
南
洋
を
経
略
し
、
悉
く
領
事
官
を
置
き
、
故
民
之
心
を
牧
め
て
、
中
園
之
気
を
推
し
、
鍛
甲
火
輪
海
島
を
滋
歴
し
、
既
に
載
を

用
い
ず
し
て
、
丘
ハ
を
習
う
べ
き
に
在
り
。
之
を
機
器
、
同
文
に
比
ぶ
る
に
、
固
よ
り
寅
用
有
り
。
聞
い
之
を
招
語
、
船
政
に
比
ぶ
る
も
、

(

ω

)

 

亦
此
れ
よ
り
遠
く
、
員
に
宰
相
の
事
な
り
。
:
:
:
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こ
れ
に
封
し
李
鴻
-
章
は
女
の
よ
う
に
答
え
て
い
る。

南
洋
各
島
悉
く
領
事
を
置
く
、
近
日
洋
務
を
談
ず
る
者
多
く
此
の
論
を
掃
す
。
弟
前
に

(
郭
〉
笥
俸
に
懲
湿
し
て
、
新
嘉
技
に
領
事
を
設

け
、
之
の
慣
を
痛
さ
し
む
る
も
、

功
数
荏
然
た
り
。

蓋
し
西
国
の
政
令
は
重

一
に
し
て
、

九
そ
創
闘
之
土
、

何
固
た
る
か
を
論
ず
る
な

く
、
公
使
領
事
の
権
は
総
事
も
其
の
権
を
分
け
ず
。
市
し
て
我
が
闘
寄
人
の
久
し
く
彼
境
に
居
す
る
者
も
、

亦
其
の
約
束
に
習
慣
し
て
、

(

川

)

)
内
は
引
用
者
に
よ
る
)

数
え
て
は
相
抗
が
わ
ず
。

:
E
・

E・
(

(

つ
ま
り
、
李
鴻
-掌
は

西
洋
の
制
度
を
根
擦
に

「
創
闇
之
土
」

H
南
洋
で
は
、
ど
こ
の
園
の
公
使
領
事
で
あ
ろ
う
と、

そ
の
権
限
に
差
異
が

ま
た
か
の
地
の
華
人
も
外
闘
の
管
理
に
す
で
に
な
れ
て
い
る
と
、
領
事
の
汲
遣
を
通
じ
て
南
洋
に
清
朝
の
影
響
力
を
積
極
的
に
及
ぼ
し

得
る
と
す
る
「
領
事
涯
遣
論
」
に
糾
問
し
て
、
慎
重
な
反
騒
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
質
際
、
李
鍾
珪
『
新
嘉
波
風
土
記
』
は
、
光
緒
初
年
の
シ
ン

(

川

〉

ガ
ポ
l
ル
領
事
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
人
は
中
闘
で
は
領
事
裁
判
権
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
西

洋
諸
園
聞
の
通
例
で
は
な
く
〈
「非
西
例
」
)
、
在
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
各
園
領
事
も
領
事
裁
判
権
を
有
し
て
い
な
い
、
こ
の
た
め
清
朝
領
事
が
慮
理
に

(

川

)

嘗
た
る
べ
き
事
柄
も
、
全
て
華
民
護
衛
署
の
管
轄
に
時
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
清
朝
領
事
の
職
務
と
い
え
ば
、
船
舶
の
登
録
誼
明
書
の
護
給
業

な
く
、

- 62ー

務
以
外
に
は
、
文
数
事
業
の
指
導
く
ら
い
し
か
な
い
、

と
。
領
事
涯
遣
に
閲
す
る
議
論
に
は
、
常
に
在
華
西
洋
領
事
を
通
じ
た
「
領
事
観
」
が

そ
の
基
に
あ
り
、

「
保
護
」
と
「
管
理
」
の
整
方
が
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
、
領
事
の
権
限
が
国
際
法
で
は
な
く
、

二
圏
聞
の
倹
約
に
よ

っ
て

規
定
さ
れ
る
以
上
、

「
不
卒
等
篠
約
」
に
よ
っ
て
在
華
西
洋
領
事
が
有
す
る
権
限
に
倣
お
う
と
し
て
も
、
自
ら
は
そ
の
よ
う
な
篠
約
的
根
擦
を

有
し
な
い
清
朝
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
、
倹
約
に
よ
っ
て
領
事
の
互
振
や
そ
の
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
日
本
や
キ
ュ
ー
バ

"" ノレ

1
等
と
は
、
事
情
を
異
に
す
る
。
先
に
李
鴻晶
一草
の
日
本
へ
の
領
事
涯
遣
論
を
見
た
が
、
李
鴻
章
自
身
、
在
華
西
洋
領
事
を
通
じ
た
「
領
事
観」

を
共
有
し
て
お
り
、

だ
か
ら
こ
そ
、
南
洋
へ
の
領
事
涯
遁
を
求
め
る
意
見
の
意
固
す
る
所
と
、

そ
れ
が
も
た
ら
す
西
洋
諸
園
と
の
劉
立
を
議
想

し
、
慎
重
論
を
唱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
領
事
を
涯
遣
し
て
も
、
華
人
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
鰹

費
が
確
保
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く

元
来
事
の
無
い
と
こ

ろ
へ
故
意
に
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
」

と
い
う
、

曾
紀
津
へ
の
回
答



も
、
こ
の
文
服
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
八
七

0
年
代
清
朝
内
で
行
わ
れ
た
南
洋
へ
の
領
事
涯
遣
に
関
わ
る
議
論
を
み
て
き
た
。
南

洋
に
領
事
を
涯
遁
す
べ
き
と
の
意
見
に
は
、
そ
の
清
朝
と
の
地
理
的
、
歴
史
的
つ
な
が
り
か
ら
、
車
な
る
居
留
民
保
護
を
越
え
た
、
積
極
的
な

以
上
、
推
論
を
ま
じ
え
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

劉
南
洋
政
策
と
し
て
の
性
格
が
含
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
朝
廷
内
で
は
こ
れ
に
消
極
的
で
あ
り
、

問
題
を
暖
昧
に
慮
理
し
よ
う
と
し
た
。

し
台、

し
、
日
本
や
、

キ
ュ
ー
バ
、

ベ
ル
ー
な
ど
、
現
地
に
官
吏
を
涯
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
同
時
に
清
朝
外
政
携
蛍
者
た
ち
は
直
面
し
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
へ
の
領
事
涯
遣
の
決
定
は
、
嘗
時
の
清
朝
の
置
か
れ
て
い
た
園
際
的
朕
況
と
相
ま
っ
て
、
結
果
と
し
て
南
洋
へ
の
領
事

涯
遣
を
求
め
る
意
見
に
勢
い
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
、
さ
き
の
南
洋
綿
領
事
設
置
を
退
け
た
組
理
宥
門
の

上
奏
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

- 63ー

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
園
際
法
の
範
圏
内
で
自
園
民
を
保
護
す
る
と
い
う
「
近
代
的
領
事
」
を
無
篠
件
に
想
定
し
て
い
る
が
、
園
際
法
は
「
同

質
文
明
の
園
際
社
舎
」
を
そ
の
前
提
と
し
、
こ
の
「
同
質
性
」
の
依
如
こ
そ
が
領
事
裁
剣
権
が
要
求
さ
れ
る
根
擦
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
公
法
を

溢
」
ぎ
た
権
限
を
有
す
る
西
洋
領
事
と
封
峠
し
つ
つ
、
清
朝
で
は
そ
の
時
々
の
情
況
と
と
も
に
「
領
事
観
」
を
襲
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
た
と
え

ば
、
「
兵
船
を
以
っ
て
自
園
民
を
保
護
す
る
」
と
い
う
西
洋
領
事
像
は
、
清
朝
の
海
防
強
化
策
に
倖
い
唱
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
ベ
ル

l
華
工

の
嘆
願
書
に
も
「
軍
艦
の
巡
航
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
嘗
時
の
領
事
制
度
の
寅
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
領
事
の
涯

遣
に
は
、
海
外
華
人
の
保
護
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
領
事
に
よ
る
管
理
権
の
問
題
も
伴
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
遁
境
の
喪
失
」
が
進
行
し
つ
つ
あ

る
な
か
、
清
朝
で
は
、
在
華
西
洋
領
事
に
な
ら
い
、
領
事
を
波
遣
す
る
こ
と
で
、
在
外
華
入
社
曾
を
自
ら
の
藩
界
と
し
よ
う
と
い
う
、
積
極
的

691 

る
〉
情
況
下
で
は
、

そ
の
よ
う
な
「
領
事
涯
遣
論
」
は
、
南
洋
が
す
で
に
西
洋
諸
園
の
支
配
下
に
あ
る
(
入
り
つ
つ
あ

西
洋
諸
園
と
の
劃
立
に
つ
な
が
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
時
期
に
日
本
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
は
領
事
館
の
創
設
が
相
次
ぐ
一

し
か
し
、

な
封
外
構
想
が
持
ち
上
が
っ
た
。
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方
、
南
洋
へ
の
領
事
館
涯
遣
に
は
消
極
的
と
い
う
、
領
事
制
度
の
導
入
上
、
政
策
の
取
捨
選
揮
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
李
鴻
章
の

外
交
方
針
と
も
符
合
し
て
い
た
。

在
華
西
洋
領
事
の
有
す
る
軍
経
停
泊
権
や
領
事
裁
判
権
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
管
理
権
は
、

一
八
七

0
年
代
に
念
に
出
現
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
嘗
初
の
清
朝
の
論
理
で
は
、
在
牽
西
洋
領
事
の
有
す
る
こ
れ
ら
の
性
格
は
、
清
朝
が
西
洋
諸
国
に
恩
恵
と
し
て
輿
え
た
貿
易

の
監
督
者
と
し
て
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
劉
日
開
係
や
華
工
問
題
を
契
機
に
、
領
事
涯
遣
が
具
陸
的
政
策
と
し
て
朝
議
に
の
ぼ
る

と
、
一
八
七

0
年
代
以
降
の
清
朝
を
め
ぐ
る
園
際
情
勢
の
中
で
、
在
華
西
洋
領
事
の
有
す
る
こ
れ
ら
の
性
格
が
に
わ
か
に
清
朝
官
吏
の
な
か
で

注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
在
華
西
洋
領
事
を
自
園
一
商
民
の
保
護
者
で
あ
る
と
同
時
に
管
理
者
で
も
あ
る
と
す
る
「
領
事
観
」
に

始
ま
り
、
領
事
涯
遣
を
議
論
す
る
際
、

「
保
護
」
と
「
管
理
」
と
を
不
可
分
の
も
の
と
す
る
傾
向
は
、
管
理
で
き
な
け
れ
ば
保
護
も
興
え
な
い

と
い
う
「
棄
民
政
策
」
の
裏
返
し
で
あ
り
、
清
朝
の
統
治
韓
制
に
も
関
わ
る
。
華
工
問
題
を
契
機
と
す
る
領
事
の
振
遣
は
、
こ
の
清
朝
の
瞳
制

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
清
朝
は
そ
の
瞳
制
を
基
底
と
し
て

「領
事
親
」
を
形
成
し
、

そ
の
導
入
が
議
論
さ
れ
て
い
た
と
い
う

- 64ー

自
櫨
が
出
現
更
を
迫
ら
れ
た
結
果
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
「
保
護
」
の
側
面
の
み
に
注
目
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
こ
と
を
、

「俸
統
」
と
の
連
績
と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
で
結
論
附
け
る
の
は
早
急
に
す
ぎ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
清
朝
の
内
部

つ
ま
り
、
南
洋
へ
の
積
極
策
を
唱
え
る
者
は
、
在
華
西
洋

で
は
、
領
事
制
度
に
射
し
て
二
通
り
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

領
事
の
有
す
る
庚
範
な
権
限
に
着
目
し
た
が
、

一
方
で
、
西
洋
諸
国
間
で
は
領
事
裁
判
権
な
ど
認
め
合
わ
な
い
と
い
う

「
西
例
」
を
根
擦
に
、

慎
重
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
領
事
制
度
像
が
具
睡
化
さ
れ
る
過
程
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
領
事
涯
遣
と
い
う
政
策
に
そ
れ
ぞ

れ
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
た
。

一
つ
の
西
洋
的
制
度
に
封
す
る
意
味
づ
け
方
は
一
様
で
は
な
く
、

そ
の
こ
と
が
寅
際
の
政
策
決
定
に
反
映
さ
れ

(

川

)

こ
の
貼
の
検
討
は
歓
か
せ
な
い
作
業
で
あ
ろ
う
。

て
い
く
、

西
洋
的
制
度
の
「
受
容
」
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
際
、

以
上
、
本
稿
で
は
領
事
制
度
と
い
う
一
つ
の
西
洋
的
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
が
具
瞳
化
さ
れ
る
過
程
と
、

そ
の
政
策
決
定
へ
の
影
響
を
、
主
に
言



設
に
重
黙
を
お
い
て
検
討
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
政
策
決
定
過
程
に
闘
し
て
は
、
外
政
措
嘗
者
聞
の
閥
係
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
特
に
組
理
精
門
と
李
鴻
章
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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註
史
料
の
略
穏
に
つ
い
て

『
華
工
史
料
』
日
陳
翰
笠
主
編
『
華
工
出
園
史
料
陸
編
』
第
一
輯
、
中

園
官
文
書
遺
構
ハ
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
〉
。

『
中
美
史
料
』
日
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
中
美
関
係
史
料
・

同
治
朝
』
、
一
九
六
八
年
。

同
可
河
内
海
日
、
お
、
偽
3
2
N
Q
H宮
崎
芯

HF
‘
、
。
ミ
民
同
誌
河
内
向
ぬ
な
g
h
。
¥

HF内
匂
三
同
町
民
同
匂
E
H
G
h・

ハ
1
)

清
末
の
在
外
公
館
設
立
情
況
に
つ
い
て
は
、
故
宮
博
物
院
明
清
楢
案

部
-
一
踊
建
師
範
大
皐
歴
史
系
合
編
『
清
季
中
外
使
領
年
表
』
「
清
末
駐

外
使
臣
年
表
」
(
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、
一
|
三

O
頁
)
を
参

照
。
領
事
館
に
つ
い
て
は
、
同
書
「
清
朝
駐
外
領
事
年
表
」
(
七
一
ー
ー

九
O
頁
〉
参
照
。

(

2

)

同

-
F
F
S立
S

N
刊誌同

R
R
とミ。
H
V
G
H廿
白
書

ε久
見
E
g
h
H

叫4

宮

N
v
e向。遺品
h
h
n
h
u
F
a偽』句
a
l
H
句
旬
。
(
出
曲
ヨ
同

L

C回目
g
z
x
u『

F
o
g
-
s
g・
〉
司
自
仲
間
回
目
・
参
照
。

ハ3
〉
清
朝
の
領
事
波
遣
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
陳
慢
強
『
中
圏
外

交
行
政
』
(
一
商
務
印
書
館
、
一
九
四
五
年
、
第
六
章
〉
、
王
立
誠
『
中
園

近
代
外
交
制
度
史
』
ハ
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
第
七

章)、

河。
r
。三円、・

H
Z
n
F

。hvwS旬、。同帆
Q
E
S
A刷、札

S
a
w
q
g
h
E

叫イぬれや

NEuwl』
白
ぉ
・
ハ
の
HH50M柑
富
良
相
江
曲
目
白
の
g
S
3
H
由∞
N〉日

d-o

回。
rzm-国
dqg同
w

。gN
E
a誌
、
足

SR向
島
立
国

h
h
g
S
5

N
U
E
H内
町
な
。
司
。
¥
O
HMS-hEな
の
と
詰
mGAW
札
民
江
司
h
h
b除

w
h
Q
H
R
h
F
wな
旬

、
2
・芯札(』旬九町』
l

』唱』』
)

w

(

ω

百
mMW司O
H
O
C
回目〈
O

同阻止可司円。師師"]戸也∞印〉

【

ur向田
M

・ι
・

(

4

)

茂
木
敏
夫

「
中
園
に
お
け
る
近
代
園
際
法
の
受
容
|
|
「
朝
貢
と
燦

約
の
並
存
」
の
諸
相
|
|
」
〈
『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第
三
続
、
二

O
O

O
年
)
、
同
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
秩
序
形
成
の
論
理
朝
貢
・

加
封
鍾
制
の
成
立
と
嬰
容
」
(
辛
島
昇
・
高
山
宏
編
『
地
域
の
世
界

史
』
第
三
巻

「
地
域
の
成
り
立
ち
」
、
山
川
出
版
社
、

二
O
O
O年)。

氏
は
、
一
八
七

0
年
代
以
降
の
在
外
華
人
保
護
論
を
、
在
外
筆
筒
の
掌

擾
・
保
護
の
機
能
を
有
し
て
い
た
「
朝
貢
糧
制
」
が
機
能
不
全
に
陥
っ

た
代
替
と
し
て
「
寓
園
公
法
(
圏
際
法
ど
を
適
用
し
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
、
清
朝
の
高
盟
公
法
受
容
過
程
を
検
討
す
る
中
で
領
事
波
遣
に
燭

れ
て
い
る
た
め
、
領
事
制
度
自
腫
や
清
朝
の
領
事
親
に
は
言
及
さ
れ
て

p
h

、。

】
V

ゅ
ん
・
L
V

(

5

)

た
と
え
ば
、
了
態
良
-
諜
『
蔦
園
公
法
』
で
は
、
領
事
の
権
限
に
つ
い

て
、
「
領
事
官
、
不
在
使
臣
之
列
、
各
庭
律
例
、
及
和
約
章
程
、
或
准

額
外
賜
以
権
利
、
但
領
事
等
官
、
不
興
分
高
園
公
法
、
所
定
園
使
之
権

利
也
、
若
無
和
約
明
言
、
他
閣
印
可
不
准
領
事
官
駐
街
其
圏
、
故
必

須
所
往
園
君
准
行
、
方
可
解
事
:
:
:
」
と
説
明
し
て
い
る
(
第
三
巻
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第
一
一
章
第
二
二
節
「
領
事
権
利
」
、
頁
一
一

b
y
ホ
イ

I
ト
ン
戸
、

巧
Z
R
Oロ
著
岡
山
内
ヨ
S
H
h
ミ
?
な
ヨ
ミ
R
S
A
h
Q
E
の
中
園
語
謬

『
蔦
園
公
法
』
(
一
八
六
四
年
刊
行
)
は
、
中
園
人
に
園
際
法
を
僅
系

的
に
紹
介
し
た
最
初
の
書
物
で
あ
る
。
中
園
に
お
け
る
高
園
公
法
受
容

に
つ
い
て
は
、
佐
藤
慎
一
「
文
明
と
寓
園
公
法
」
(
佐
藤
『
近
代
中
園

の
知
識
人
と
文
明
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九
九
六
年
)
〉
、
茂
木
前

註
(
5
〉
論
文
、
川
島
民
「
中
園
に
お
け
る
蔦
図
公
法
の
受
容
と
適
用
・

再
考
」
(
『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第
三
競
)
参
照
。
ま
た
議
論
の
枠
組

み
と
な
る
「
朝
貢
と
傑
約
」
に
関
し
て
は
、
同
「
中
園
に
お
け
る
寓
園

公
法
の
受
容
と
適
用
|
|
『
朝
貢
と
傑
約
』
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
と
問

題
提
起
」
〈
同
、
第
二
鏡
、
一
九
九
九
年
〉
を
参
照
。

(

6

)

領
事
制
度
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
信
夫
淳
卒
『
外
政
監
督
と
外
交
機

関
』
(
園
際
政
治
論
叢
第
四
巻
、
日
本
評
論
位
、
一
九
二
六
年
、
第
三

章
第
五
款
)
、
堂
ノ
脇
光
朗
「
領
事
の
制
度
、
職
務
お
よ
び
特
権
|
|i

領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
曾
議
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
外

務
省
調
査
月
報
』
一
九
六
三
年
二
・
二
一
読
)
参
照
。

(

7

)

坂
野
正
高
『
近
代
中
園
政
治
外
交
史
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九

七
三
年
)
、
一
一
五
|
一
二
ハ
頁
。

ハ
8
)

例
え
ば
道
光
十
八
年
七
月
丙
寅
附
、
庚
州
賂
草
徳
克
金
布
等
の
上
奏

に
は
、
「
該
領
事
義
律
有
事
則
来
省
菓
緋
」
と
あ
る
。
「
義
律
」
と
は

英
園
貿
易
監
督
官
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
こ
と
で
あ
る
(
「
簿

緋
夷
務
始
末
』
道
光
朝
、
巻
四
、
頁
一
五
b
)
。

(

9

)

叶
目
白
門
司

O
同

Z
同ロ

r
E
F
H∞AHMNW
〉
ユ

Mn-o
回

目

(

叫

42QH民
2
・
。
。
平

品川町ミ芯
2
・
ミ
円
-w~vミ
8
2誌
の

』
V

玄
RHASA叫

HF
筒、。
3
m
h
w
H
b
a
H
2・

〈

ω
F曲ロ
mrmw山

口

岬

r
o
ω
g昨日丘町円
ω
-
u
o唱
曲
円
昨
日
。
ロ
件
。
同
長
。
阿
国
一
回
唱
。

n件。円

。
opAW『
曲
目
。
向
。
ロ
見
。
自
国

wH唱
。
∞
〉
〈

o--r
司・

5
3
.
，

(
叩
)
植
田
捷
雄
「
南
京
傑
約
の
研
究
」
(『園
際
法
外
交
雑
誌
』
第
四
五
巻

第
三
・
四
抗
、
一
九
四
五
年
)
二
四
頁
。

(

U

)

坂
野
正
高
前
掲
書
一
九
四
頁
。

(
ロ
〉
『
簿
緋
夷
務
始
末
』
遁
光
朝
、
各
七

O
、
道
光
二
十
三
年
十
月
乙
卯

附
、
署
爾
江
線
督
壁
昌
等
奏
摺
、
頁
九
l
一
O
。
ち
な
み
に
英
園
の
初

代
上
海
領
事
G
一
パ
ル
フ
ォ
ア
は
軍
人
出
身
で
あ
る
。

(
日
)
『
夷
綬
入
定
記
』
(
『
鴻
片
戦
争
資
料
』
六
、
一

O
六
|
一

O
七
頁
)
。

(
M
〉
坂
野
正
高
「
同
治
年
開
の
候
約
論
議
」
(
坂
野
『
近
代
中
圏
外
交
史

研
究
』
、
岩
波
書
底
、
一
九
七

O
年
所
牧
〉
。

(
日
)
『
響
曲
耐
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
各
二
五
、
同
治
三
年
四
月
戊
成
附
、

総
理
各
園
事
務
街
門
恭
親
王
等
奏
片
、
頁
一

O
b
l
一一一。

(
日
)
『
響
緋
夷
務
始
末
』
道
光
朝
、
巻
五
九
、
道
光
二
十
二
年
八
月
戊

寅
附
、
欽
差
大
臣
番
英
等
奏
摺
、
頁
四
O
b
o

(
口
)
例
え
ば
「
清
英
五
港
通
商
附
粘
善
後
僚
款
」
第
十
僚
の
規
定
参
照
。

(
路
)
『
簿
塀
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
巻
五

O
、
同
治
六
年
九
月
乙
丑
附
、

総
理
各
園
事
務
街
門
恭
親
王
等
奏
摺
附
、
「
総
理
街
門
保
設
」
、
頁
三

0
。

(
四
)
『
響
曲
脚
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
各
五
五
、
同
治
六
年
十
二
月
乙
酉

附
、
湖
康
総
督
李
鴻
章
奏
摺
附
、
「
李
鴻
章
附
呈
藩
司
丁
日
昌
傑
款
」

頁
一
七
J
二
六
。
天
津
燦
約
改
定
を
控
え
た
こ
の
時
期
、
清
朝
官
吏
の

聞
で
は
、
西
洋
諸
園
へ
の
「
遺
使
」
の
問
題
が
議
論
さ
れ
、
こ

の

「遺

使
」
に
関
連
し
て
南
洋
で
の
関
号
民
の
遁
一
商
活
動
に
注
目
す
る
議
論
も

み
ら
れ
た
が
(
庚
東
巡
撫
蒋
盆
澄
(
『
簿
緋
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
各

自
ニ
、
十
四

b
l十
七
)
、
一
描
建
巡
撫
李
一
隅
泰
(
同
書
、
品
位
五
五
、
三

- 66ー
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-四
V

な
ど
て
外
交
使
節
と
は
異
な
る
官
を
、
し
か
も
筆
入
社
曾
の
設

展
し
て
い
る
地
域
に
駐
在
さ
せ
よ
う
と
の
具
種
的
な
提
案
が
、
海
軍
創

設
を
提
案
す
る
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
貼
は
興
味
深
い
。
な
お
、

「
領
事
館
」
で
は
な
く
「
市
舶
司
」
と
し
て
い
る
黙
に
つ
い
て
、
後
に

海
防
論
議
に
お
い
て
郭
嵩
煮
も
「
籍
謂
各
海
ロ
官
商
製
造
輸
船
、
宜
略

伺
宋
元
遺
制
、
設
市
船
司
領
之
:
:
:
」
と
述
べ
て
い
る
(
中
園
史
皐
曾

主
編
『
洋
務
運
動
』
(
中
園
近
代
史
資
料
叢
刊
、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
六
一
年
)
第
一
節
、
=
ニ
九
頁
)
。
ま
た
、
先
ほ
ど
翠
げ
た
康
東

一
巡
撫
蒋
会
澄
の
上
奏
文
も
嘗
時
計
董
中
の
船
政
局
創
設
に
闘
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
末
の
海
軍
創
設
を
中
心
と
す
る
海
防
政

策
の
中
で
、
丁
目
昌
の
「
市
舶
司
」
設
置
構
想
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
る
の
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
い
ず
れ
改
め
て
考
察
を
加
え
た

1
v
 

(
初
)
日
清
修
好
俊
規
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
を
参

照
。
田
保
橋
潔
「
日
支
新
関
係
の
成
立
|
|
幕
末
維
新
期
に
於
け
る
付

同
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
四
回
線
二
挽
三
務
、
一
九
一
一
一
一
一
一
年
)
、
藤
村
道
生

「
明
治
維
新
新
外
交
の
蓄
園
際
関
係
へ
の
針
腹
|
|
日
清
修
好
篠
規
の

成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

「
明
治
初
年
に
お
け
る
ア
ジ
ア
政
策
の
修
正
と
中

園
1

1
日
清
修
好
俊
規
案
の
検
討
」
(
藤
村
『
日
清
戦
争
前
後
の
ア
ジ

ア
政
策
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
九
五
年
)
所
枚
)
、
坂
野
正
高
前
註
〈
M
〉

論
文
、
徐
越
庭
「
「
日
清
修
好
候
規
」
の
成
立
付
同
」
(
『
法
皐
雑
誌
』

四
O
巻
二
鋭
、
三
続
、
一
九
九
四
年
〉
、
王
璽
『
李
鴻
草
輿
中
日
訂
約

(
一
八
七
一
〉
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
八
一
年
〉
。

(
幻
)
『
簿
鱗
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
各
七
九
、
同
治
九
年
十
二
月
笑
亥

附
、
協
務
大
皐
土
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
片
、
頁
四
八
。

(
幻
)
同
書
、
巻
八

O
、
同
治
十
年
正
月
己
酉
附
、
大
事
土
曾
園
藩
奏
摺
、

頁一

O
。

(
幻
)
日
清
修
好
傑
規
に
お
い
て
の
み
、
「
領
事
官
」
の
代
わ
り
に
「
理
事

官
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
清
朝
側
が
篠
約
案
を

準
備
す
る
過
程
で
、
西
洋
と
は
異
な
る
日
清
聞
の
関
係
を
示
す
た
め
、

「
領
事
」
を
「
理
事
」
に
わ
ざ
わ
ざ
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
王
璽
前
掲

書
、
六

O
、
六
六
頁
参
照
。

(

M

)

洋
務
振
に
よ
る
不
卒
等
篠
約
の
認
識
と
針
路
を
論
じ
た
鈴
木
智
夫
氏

も
の
研
究
が
、
「
法
権
」
問
題
に
も
言
及
し
て
い
る
。
鈴
木
智
夫
「
不
卒

一等
傑
約
と
洋
務
波
」

(
鈴
木
『
洋
務
運
動
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、一

九
九
二
年
)
所
牧
)
。

(
お
)
海
防
論
議
に
関
し
て
、
海
防
・
塞
防
論
議
に
つ
い
て
は
戸
国
急
増

士、

H，
v
o
O
B
H
W仲
間

uo-Fnu『

U
o
r曲
件
。
百
円
U
E
E
W
H∞
吋
品
目
玄
R
E
B
o

u
o同
g
2
2
p
g
Z
2
り
え
gnow
-w
同
ぬ
さ
ぬ
よ

b
R
3
A
。
¥

b
h
N
ミ
R
h叫

HRnmF
×
凶
〈

(
H
8
3、
片
岡
一
忠
『
清
朝
新
彊
統
治
研

究
』
(
雄
山
閣
、

一
九
九
一
年
〉
一
一
一
一
1

一
二
七
頁
、
劉
石
吉
「
清

季
海
防
輿
塞
防
之
争
的
研
究
」
(
『
故
宮
文
献
』

二
巻
三
期
、
一
九
七
一

年
)
を
、
日
本
論
に
つ
い
て
は
佐
々
木
揚
『
清
末
中
園
に
お
け
る
日
本

親
と
西
洋
観
』
(
東
京
大
暴
出
版
舎
、
二

O
O
O年
)
第
一
章
「
同
治

年
開
に
お
け
る
清
朝
官
僚
の
日
本
観
」
、
五
一

l
五
四
頁
を
参
照
。

(
M
m

〉

♂『
李
鴻
章
全
集
』
誇
署
函
稿
巻
二
、
「
論
肇
淘
」
同
治
十
三
年
四
月

二
十
一
日
附
、
頁
三

O
。

ハ
幻
〉
同
書
、
奏
稿
巻
二
四
、
「
築
地
耐
餓
甲
兼
請
遺
使
片
」
同
治
十
三
年
十

一
月
初
二
日
附
、
頁
二
七
J
二
八。

ハ
叩
包
佐
々
木
揚
前
掲
書
、
三
八

l
五
O
頁
。

- 67ー



696 

(
勿
〉
光
緒
元
年
四
月
二
十
六
日
附
「
総
理
各
園
事
務
街
門
突
訴
等
奏
摺
附

単
」
(
『
洋
務
運
動
』
第
一
般
一
五
一
|
一
五
二
頁
)
、
光
緒
元
年
四
月

二
十
六
日
上
議
(
中
圏
第
一
楢
案
館
編
『
光
緒
宣
統
雨
朝
上
議
槍
』

(
庚
西
師
範
大
拳
出
版
社
)
)
。

(

m

剖
〉
『
李
鴻
草
全
集
』
謬
著
函
稿
巻
四
、
「
論
遺
官
駐
日
本
」
光
緒
元
年

八
月
二
十
五
日
附
、
頁
二
四
J
二
五
。

(
町
出
)
向
上
。

(
担
)
前
註
(

3

)

王
立
誠
、
ア
イ
リ
ッ
ク
、
頚
清
煙
諸
研
究
参
照
。
な
お
、

契
約
移
民
に
よ
る
中
園
人
労
働
者
に
は
「
ク
l
リ
l
」
「
苦
力
」
の
呼

稽
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
清
朝
の
公
文
書
で
は
「
華
工
」
の
語
が
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
華
工
」
の
語
を
使
用
す
る
。
「
ク
l

リ
1
貿
易
」
等
術
語
化
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
呼
稽
を
使

い
分
け
る
も
の
と
す
る
。

(お
)
r
-
n
r
w
。、
-
Q
H
-
w
司
司

-APH0
・台
ω
・
氏
の
研
究
は
、
キ
ュ
ー
バ
・
ベ

ル
l
傑
約
で
清
朝
が
華
人
の
自
由
移
民
原
則
を
規
定
し
た
こ
と
を
重
視

し
、
「
契
約
移
民
制
度
」
を
慶
止
し
て
「
自
由
移
民
制
度
」
の
確
立
を

進
め
る
閣
際
的
な
潮
流
の
中
に
清
朝
の
「
移
民
政
策
」
を
位
置
づ
け
る

も
の
で
あ
る
。

(
斜
)
『
毛
向
書
奏
稿
』
巻
一
一
一
一
「
塀
理
盗
犯
有
須
獲
通
例
文
摺
」
、
同
治

三
年
八
月
初
二
日
附
、
頁
三
五
b
。

(
お
)
『
士
華
工
史
料
』
五
一
|
五
二
、
一
五
五
頁
。

(
お
)
同
書
、
三
八
四
三
頁
。

(
幻
)
同
書
、
四
三
|
四
四
頁
。

〈
お
〉
同
書
、
一
一
七
頁
。

(
ぬ
)
同
書
、
二
ご
|
一
二
四
頁
。

(
必
〉
同
書
、
九
|
一

O
頁。

(

4

)

同
書
、
一

O
l
一
一
一
頁
。

(
必
)
同
書
、
一
一
八
頁
。

(
日
目
)
同
書
、
二
=
五
一
三
八
頁
。

(
必
)
フ
ラ
ン
ス
側
意
見
一
同
書
、
一
四

O
l
一
四
八
頁
、
フ
ラ
ン
ス
側
草

案
一
一
四
五
一
四
八
頁
。

(
必
〉
同
書
、
一
四
八
一
五

O
頁。

(
日
叩
)
交
渉
過
程
一
同
書
、
一
五
四
|
一
五
六
頁
、
招
工
章
程
二
十
二
款
一

一
五
六

l
二
ハ
一
頁
。

(
門
出
〉
向
上
。

(
必
〉
ペ

2
・。
M
V

・
ぇ

H
4
3・
5叶
H
S・
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
章

程
の
制
定
は
、
西
洋
人
の
招
工
活
動
を
制
限
し
、
華
工
の
出
洋
自
鐙
を

抑
制
し
よ
う
と
す
る
総
理
街
門
の
意
園
の
表
れ
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

李
家
駒
「
問
治
年
間
清
政
府
鉛
筆
工
出
洋
的
態
度
輿
政
策
」
(
『
近
代
史

研
究
』
一
九
九
二

l
一二〉。

(
必
)
同
前
註
(
日
明
〉
。

(
印
)
「
線
署
致
美
使
労
文
羅
斯
照
曾
」
、
同
治
八
年
五
月
初
二
日
附
(
『
中

美
史
料
』
、
一
九
六
八
年
、
六
一
三

l
六
一
五
頁
)
。

(
幻
)
向
上
。

(
臼
)
「
美
使
鍍
斐
勉
致
総
署
照
曾
」
、
同
治
九
年
四
月
十
九
日
附
(
『
中
美

史
料
』
、
六
六
七
六
六
八
頁
〉
。

(
臼
)
「
美
副
使
衛
廉
士
致
線
署
照
曾
」
、
同
治
十
年
四
月
二
十
一
日
附
(
同

書
、
七
七
三
頁
)
。

(
日
刊
〉
同
前
史
料
附
件
「
華
人
控
告
受
難
原
菓
」

五
頁
)
。

一時一

(
同
書
、
七
七
四

l
七
七
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(
時
)
同
前
詮
〈
臼
〉
。

(
同
〉
「
穂
署
致
美
副
使
衡
廉
士
照
曾
」
、
同
治
十
年
五
月
一
二
十
日
附
(
『
中
美

史
料
』
、
七
八
二
頁
〉
。

(
幻
)
「
美
使
鍍
斐
姐
致
線
署
照
曾
」
、
同
治
十
一
年
五
月
初
十
日
附
(
同

書
、
八
七
一
|
八
七
六
頁
)
。

(
国
)
『
華
工
史
料
』
五
四
二
|
五
四
四
頁
。

(
印
)
同
書
、
五
四
五
|
五
四
七
頁
。

(

ω

)

『
簿
緋
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
巻
九
一
、
同
治
十
二
年
八
月
丁
丑

附
、
徳
理
各
園
事
務
街
門
恭
親
王
等
奏
摺
、
頁
二
六
b
J
二
九
。

〈
飢
)
ベ
ル
!
と
の
篠
約
交
渉
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

r-nF
毛
-Eh--

3
・ω
ミ・
ωミ
・
参
照
。

(
臼
)
「
線
署
給
美
使
鍍
斐
姐
照
禽
L

、
同
治
十
二
年
六
月
十
二
日
附
(
『
中

美
史
料
』
、
一
O
O
O
頁
)
。

(
臼
〉
『
李
鴻
章
全
集
』
誇
署
函
稿
を
て
「
論
秘
魯
立
約
」
、
同
治
十
二

年
間
六
月
十
三
日
附
、
頁
五
一

J
五
二
。

(
臼
)
パ

l
リ
ン
ゲ
l
ム
篠
約
と
は
、
清
朝
の
欽
差
大
臣
と
し
て
欧
米
諸
園

を
巡
遊
し
た
パ
l
リ
ン
ゲ
l
ム
前
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
が
一
八
六
八
年

ア
メ
リ
カ
政
府
と
の
聞
に
結
ん
だ
天
津
僚
約
追
加
僚
款
で
あ
る
。
ク
ー

リ
l
貿
易
を
禁
止
し
た
第
五
僚
は
、
「
自
由
移
民
L

原
則
の
モ
デ
ル
と

し
て
、
駐
天
津
ア
メ
リ
カ
領
事
が
、
ベ
ル

l
傑
約
へ
の
採
用
を
助
言
し

た
。

(
白
山
〉
交
渉
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

r-nF
。
、
・
門
戸

W
3・N
旨・
ω
ロ・

参
照
。

(
師
)
司
耳
目
。
向
。
。
口
〈
命
口
巴
o
p
『
可
玄
司
・

0
2
p
開
口
円
「
∞

E
Z
o・
s.

〉
2
0『河畔
O
Hり
z
y
p
p『-
u
y
H∞吋印
w
』吋河内、九四

H∞叶印
-EYω
。白山。叶・

(

m

む

の

O
B目
。
ロ
陣
白
色

Hro
、
吋
臼
ロ
ロ
間
口
『
曲
B
O回
。
ロ
宮
司
・

0
仲間ロ.担問。『目

。同

noロ
4
0
E
-。
ロ
・
何
回
乙
・
吋

E

Z
。・品印・吋
HNqh叫

H∞吋向山、宮
YU{}吋・
ω。∞
-w

Hり
E
2
r
o
H
n
o目
目
。
ロ
z
r
u『
帥
宮
、
H，E
国
間
ロ
ペ
曲
目
。
ロ

O回
忌
吋
・

0
江口
w柏

町

O『
目
。
同

noロ
aZ口同
FOロ
・
開
ロ
n--
∞
百

Z
。・

AH印・』可
HNqh叫

H∞
叶
♂
官
官
・

ω。∞・
ωH0.

(
槌
)
』
o-口丹回。
g
o
h
E〈
O
B
5
2
g
a
g
、叶臼ロロ
m
z
d「曲目。ロ・何回門戸・

A
H
5
2
0・叶
ω・
〉
ミ
O『
可
件
。
目
白
y
』己
-
u
J
H∞叶印・

~thNqh明

H∞吋♂

旬唱・

ω由
H・ω∞
ω・

(
的
)
同
N
O
Z可
O同
同
官
、
H，g
ロ
m
-
-
d
p
B
Oロ

Z
任。

B
唱同
0
8
5巳
z
g

。間同
ro
同
F
4
0
y
w
d
g『
♂
何
回
n-・印

Z
Z
0・叶
ω・
〉
2

2
可
件
。
句
U
Y

』
ロ
「
叶
w
g
a旬
、
NN
門
尚
昆
a
w
M
M司・
ω白
ω
曲
目
白
・
『
期
不
負
資
金
集
』
政

書
巻
二
「
擬
復
五
園
公
使
書
」
は
、
総
理
街
門
章
京
周
家
相
の
作
成
し

た
こ
の
回
答
書
の
草
稿
。

(
均
)
向
上
。

(
行
)
〉
目
。
ロ
島
内
弘
司
『
。
同
ono-
同H
O
B
P
O
H
J臼
口
口
問
ロ
ペ
曲
目
。
口
・
何
回
n--
∞

E
Z
0・
吋
夕
、
MNCh叫

H∞吋印・同》同
yω
吋
0・ω叶
hw-

(
花
)
司
2
2
mロ
B
5
2
g
g
g
円

VO
寸同ロロ
m
z
d
p
B
o
p
開口
n
F
H品
目

Z
0・
a
w
h廿

MNqh叫

H∞吋印
w
同》・

ω三-

(

η

)

ス
ペ
イ
ン
側
は
、
光
緒
元
年
末
以
降
軍
事
的
な
歴
力
を
加
え
つ
つ
、

過
去
の
海
難
事
故
の
賠
償
請
求
を
お
こ
な
っ
て
、
賠
償
金
を
清
朝
よ
り

獲
得
す
る
と
、
篠
約
交
渉
に
感
じ
た
。
詳
細
は

r
r
F
。、・町民
F
w
官官・

ωHN6ωg・
参
照
。

(
山
内
)
察
庶
昌
『
西
洋
雑
誌
』
「
古
巴
設
領
事
情
形
」
(
『
走
向
世
界
叢
書
』

湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
一
一
一
O
|
三
四
頁
参
照
。

(
万
)
「
自
由
移
民
制
度
」
に
関
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
パ

l
リ
ン

- 69ー
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ゲ
ー
ム
傑
約
自
鐙
、
西
部
開
拓
の
た
め
大
量
の
安
債
な
労
働
力
を
必
要

と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
意
闘
の
反
映
で
も
あ
り
、
「
自
由
移
民
」
の
中
に

「
除
草
ク
l
リ
l
」
な
ど
様
々
な
形
態
の
移
民
が
含
ま
れ
る
等
制
度
自

慢
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
る
。
華
工
問
題
を
通
じ
た
清
朝
の
「
移
民
」
に

封
す
る
認
識
の
努
化
等
に
つ
い
て
は
、
一
八
八

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で

の
華
人
排
斥
事
件
に
劉
す
る
清
米
交
渉
ま
で
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

(
m
m
)
J
1
2
r
。、・

2
F
官
官
-
H印一戸
a
H印

ω
・

(η
〉
余
定
邦
「
清
朝
政
府
在
仰
光
設
置
領
事
的
過
程
|
|
策
論
清
廷
所
渡

領
事
輿
華
僑
的
関
係
」
(
「
中
山
大
息
皐
報
』
哲
皐
吐
曾
版
、
一
九
九

O
年
第

一
期
)
。

(
刊
叩
)
醇
一
隅
成
「
代
李
伯
相
復
曾
星
使
書
」
(
『
庸
金
文
別
集
』
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
八
五
年
、
頁
一
三
八
|
一
三
九
三

(
乃
)
『
響
曲
耐
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
各
九
九
、
同
治
十
三
年
十
一
月
庚
戊

附
、
一
崎
建
巡
撫
王
凱
泰
奏
片
、
頁
四
八
J
四
九
。

(
加
)
『
簿
緋
夷
務
始
末
』
同
治
朝
、
巻
一

O
O、
同
治
十
三
年
十
一
月
辛

亥
附
、
南
江
総
督
李
宗
義
奏
摺
、
頁
九

b
t
一
O
。

(
創
〉
光
緒
元
年
二
月
二
十
七
日
醇
親
玉
突
讃
奏
摺
(
『
洋
務
運
動
』
第
一

加
、
一
一
六
頁
)
。

(
回
)
光
緒
元
年
四
月
二
十
六
日
総
理
各
園
事
務
街
門
突
訴
奏
摺
附
単
(
同

書
、
同
加
、
一
五
一
頁
)
。

(
邸
)
向
上
。

(
担
)
光
緒
元
年
四
月
二
十
六
日
上
議
(
『
光
緒
宣
統
雨
朝
上
総
楢
』
第
一

加
、
一

O
八
頁
)
。

(
田
山
〉
『
李
鴻
章
全
集
』
奏
稿
径
二
五
、

「
秘
魯
換
約
事
竣
摺
」
光
緒
元
年

「
添
議
照
曾
照
覆
」
頁
=一三
J

七
月
初
八
日
附
、
頁
一
一
一

O
J一二二、

四。

ハ
筋
)
同
書
、
岡
谷
、
「
請
遺
使
赴
秘
魯
片
」
光
緒
元
年
七
月
初
八
日
附
、

頁
三
五
。

(
町
山
)
同
書
、
譲
署
函
稿
各
三
、
「
論
秘
魯
換
約
」
光
緒
元
年
六
月
初
八
日

附
、
頁
二

一
。

(
同
山
〉
光
絡
元
年
七
月
初
十
日
上
議
(
『
光
緒
宣
統
雨
朝
上
一
議
楢
』
第
一
加
、

一
八
九
l
一
九

O
頁)。

(

m

回
)
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
四
、
「
穂
署
奏
請
渡
員
出
使
美
日
秘
園
保
護

華
工
摺
」
光
緒
元
年
十
一
月
十
四
日
附
、
頁
一
七
J
一
九
。

(ω)
光
緒
二
年
八
月
十
三
日
上
論
(
『
光
緒
宣
統
雨
靭
上
品
開
楢
』
第
二
加
、

二
二
八
頁
)
。

(
但
)
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領
事
館
設
立
情
況
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

0
3口
出
。
口
問
・
回
目
当
。
口
町
w
b
z
s
N
J名
目
偽
札
詩
句
凡
さ
・
詞
1
2同
町
、
お

り
刷
、
目
。
吉
b

町、~同
J
F
内

3
3
H

門

U
F
宮、
h
G

』

h
S
N之
内
、
芯

C
2ミ

切
え

H
a
s
-
(の
『
ロ
ロ
四
国
唱
曲
切
o
o
r
の。・

w
同仁三
-wH由
∞
斗
〉

R
Y
N
O喧
目

NH叩・

陳
育
桜
「
新
嘉
技
中
園
領
事
設
置
史
」
(
『
南
洋
雑
誌
』
第
一
巻
第
六

期
、
一
九
四
七
年
)
、
高
維
廉
「
資
公
度
先
生
就
任
新
嘉
波
情
総
領
事
孜
」

(
『
南
洋
皐
報
』
第
二
巻
第
二
輯
、
一
九
五
五
年
)
、
余
定
邦
「
清
朝

政
府
在
新
加
披
設
置
領
事
的
過
程
及
其
華
僑
政
策
的
縛
努
」
(
『
中
山
大

暴
風
平
報
』
哲
皐
社
曾
拳
版
、
一
九
八
八
年
第
二
期
)
等
。

(
回
)
光
緒
二
年
九
月
己
巳
附
、
総
理
各
園
事
務
街
門
奏
摺
「
出
使
奏
定
十

二
傑
」

第
四
保
内
『
光
緒
朝
東
筆
録
』
二
九
五
|
二
九
六
頁〉。

(
回
)
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
一
て
「
使
英
郭
嵩
熊
奏
新
嘉
披
設
立
領
事

片
」
光
絡
三
年
八
月
二
十
七
日
附
、
頁
一
一
ニ

l
一
五
。
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(
川
出
)
同
前
註
(
的
〉
。
さ
ら
に
郭
嵩
煮
は
、
経
費
の
現
地
自
制
怖
を
計
査
し
、

こ
の
考
え
は
以
後
の
「
南
洋
領
事
汲
遺
論
」
に
踏
襲
さ
れ
る
。
こ
の
考

え
は
南
洋
の
筆
入
社
曾
の
存
在
と
領
事
の
権
限
と
に
注
目
す
る

「領
事

親
」
を
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領

事
の
権
限
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

(
問
山
)
同
書
、
同
巻
、
「
絶
署
奏
議
覆
郭
鴛
煮
奏
請
於
新
嘉
波
設
立
領
事

片
」
光
緒
三
年
九
月
二
十
五
日
附
、
頁
三

O
b
-
-ニニ。

(
M
m

〉
布
政
使
街
貴
州
候
補
道
烏
勃
興
額
巴
園
魯
羅
際
競
「
敬
陳
管
見
疏
」

光
緒
五
年
ハ
王
雲
五
主
持
『
道
成
同
光
四
朝
奏
議
』
(
蔓
組
問
一
商
務
印
書

館
、
一
九
七

O
年
〉
第
九
加
、
三
六
四
九
頁
〉
。

(
巾
別
)
雨
江
総
督
沈
藻
禎
「
簿
議
羅
態
統
俊
棟
疏
」
光
緒
五
年
(
同
書
、
同

加
、
三
七
八
三
頁
)
。

(
回
)

『
李
鴻
章
全
集
』
奏
稿
巻
三
五
、
「
議
夜
中
外
洋
務
係
陳
摺
」
光
緒

五
年
十
一
月
二
十
六
日
附
、
頁
四
五
J
四
八
。

〈
的
)
『
湘
締
補
償
筆
啓
』
巻

て
「
致
李
中
堂
」
、
頁
二
五

b
i
-
-
六。
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(
川
)
『
李
鴻
章
全
集
』
朋
僚
函
稿
各
一
九
、
「
復
王
壬
秋
山
長
」
光
緒
六

年
十
二
月
二
十
二
日
附
、
頁
四
二

b
t四
三
。

(
川
〉
李
鍾
迂
『
新
嘉
波
風
土
記
』
(
『
鍾
鵜
閣
叢
書
』
第
二
集
〉
頁
六
b
。

(
川
)
華
民
護
衛
署
〈
の

r
E
g
o
p
。件。
2
0『
巳
る
と
は
、
英
図
海
峡
植
民

地
政
臆
が
契
約
移
民
の
保
護
と
曾
黛
の
登
録
・
取
締
り
の
た
め
に
、一

八
七
七
年
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て

は
白
石
隆
「
華
民
護
衛
署
の
設
立
と
曾
黛
|
|
十
九
世
紀
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
華
僑
祉
曾
の
政
治
的
獲
化
|
|
」
(
『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
二
巻
第
二

説
、
一
九
七
五
年
)
を
参
照
。

(
川
)
な
お
、
一
八
九

0
年
代
南
洋
へ
の
領
事
増
波
と
海
禁
の
解
除
を
奏
請

し
た
出
使
英
法
義
比
大
臣
醇
一
一順
成
は
、
領
事
に
つ
い
て

「
華
民
を
管
轄

す
る
の
権
無
し
と
雌
も
、
寅
に
肇
民
を
保
護
す
る
の
責
有
り
」
と
述
べ

て
お
り
、
領
事
の
役
割
に
針
す
る
議
論
の
繁
化
が
窺
わ
れ
る
。
藤
一
幅
成

『
庸
食
海
外
文
編
』
各
て

「
遁
簿
南
洋
各
島
添
設
領
事
官
保
護
華
民

疏
」
、
頁

一
五
参
照
。
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but also as regional economic centers｡

　　

As ａ result of these considerations, the circumstance of the Song temple

cults can be summarized as follows. The strict control of the granting of

titles slipped from the hands of central authority, and miracles were

ｅ°phasized

　

over

　

the hierarchy　of the　registry　of　sacrifices, with　the

awarding of titles became ａ means of validating them. But, given

the increasing economic importance of the temples, regions that hosted

powerful deities gained an opportunity to form ｉｎ日uential market areas.

It may be assumed that, in conjunction with the activities of merchants,

networks of main and subsidiary temples were formed and that ａ cycle was

established that began with a miracle, followed by the granting of ａ title,

and then attracting the populace. It appears that in this fashion that

temples truly became core institutions in regional society.

ARGUMENTS OVER THE DISPATCH OF CONSULS IN

　　

THE LATE QING：FOCUSING ON THE DECADES

　　　　　　　　　　

OF THE 1860SAND ７０Ｓ

Hakoda Keiko

　　

The dispatch of consuls by the Qing government, which had practiced

ａ policy of qimin 棄民(abandoning the interests of its nationals overseas),

has been stressed as one link in the total Qing response to modern

international society.　However, previous studies havｅ　'ｗorked from the

premise of“ａ modern consular system”， designed to protect its own citizens

within the framework of international law, and have ignored the character

of the consular system that the character and authority of consuls had varied

with the individual circumstances of the related nations.　　In reality,

Western consuls in China were regarded by the Qing not only as protectors

of their nationals engaged in commerce but also as managers or controllers

of them, and it was understood that the rights of juridical authority and
of

mooring warships ゛el‘ｅassociated with their character as managers
or

controllers.

　　

In the Qing, the firstconcrete proposal to dispatch consuls arose in
the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



negotiations for the conclusion of the treaty of Sino･Japanese Friendship.

The priority given the policy regarding Chinese nationals in Japan over

nationals in other regions was due to Li Hongzhang 李鴻章, who charged

with the treaty negotiations stressed relations with Japan. Thereafter, this

movement was further spurred by the shock of the Japan's dispatch of troops

to Taiwan｡

　　

At around the same period, the decision was made to send consuls to the

Americas in response to the problem of the abuse of coolie laborers華工.

The Qing dynasty was pressed by the need to protect Chinese laborers in

response to the heinous “Coolie trade” in Cuba and Peru｡

　　

Nonetheless, in dispatching consuls to protect overseas nationals, there

was the attendant problem of their authority as controllers. Amidst the

pressing need to strengthen naval defenses in response to the crises of the

surrounding dependencies, and with regard to Southeast Asia where Chinese

society had become particularly developed, the proactive policy of dispatching

consuls conducted with one eye to the ｅχpansive administrative rights and the

right to moor warships held by foreign consuls in China, partook of the

character of an aggressive policy toward Southeast Asia furthering Qing

influence in the region. However, Western nations had already made progress

in establishing their spheres of control in Southeast Asia. Due to this fact,

the Zongli Yamen 總理揖門, on the other hand, promoted the dispatch of

consuls to Japan and the Americas rather than aggressively promote the

dispatch of consuls to Southeast Asia. This conformed to Li Hongzhang's

policy of emphasizing relations with Japan｡

　　

When arguing about the dispatch of consuls, the notions of '‘protection"

and “control" were inseparable for the Qing dynasty. This tendency is the

reverse-side of the policy of “qimin"， no protection without control, and

grew out of the unique form of the Qing rule｡

　　

Furthermore, different points of view regarding policy created different

images of the consular system in accordance with each party's priorities.

One illustration of this fact is that, in contrast to the proposal to dispatch

consuls to Southeast Asia advocated with ａ consciousness of the authority

held by the Western consuls in China, Li Hongzhang with his emphasis on

Japan policy demonstrated ａ negative attitude that was rooted in his

realization that the juridical authority of consuls was not universal among

- ３－



the Western nations.

ZHENG XUAN'S ＳＨＡＮＧＳＨＵＺＨＵAND THE SHANGSHU

ＤＡＺＨＩＪＡＮ：CONCERNING THE INTERPRETATION OF

　　　　　

THE REGENCY OF THE DUKE OF ZHOU

Mashima Jun'ichi

　　

When Zheng χuan 鄭玄wrote his Sanlizhu三優注, he understood the

process of the formation of the Ｚｈｏtｔli周膿ofthe Duke of Zhou 周公in the

following manner. During the seven years of the regency of the Duke of

Zhou, the “Great Peace” 太平was brought about according to the divine

will of Haotian shangdi 臭天上帚, the ultimate god of the universe. Given

this impetus, the Duke of Zhou composed the Zho㎡i in the siχth year of

his regency in order to institute the “Great Peace" as ａ national system.

The system of rites formulated in the Ｓａｎｌｉｚhｕ.whichemployed such ａ

view of the 'Ｚｈｏｕli　ａtits core and as ａ basic standard, can be deemed the

“State of Great Peace” 太平國家of the Duke of Ｚｈｏｕ｡

　　

This interpretation of Zheng χuan was stimulated by the myth of the

“Great Peace” of the Duke of Zhou that had appeared in the appendices to

Ｗｅｉｓhｕ緯書whose interpretations preceded the Ｓａｎｌｉｚｈｕ　ａndparticularly

in the conceptions found in Ｓｈａｎｇｓhｕｚｈｏｎｇｈｏｕ偽書中候. This myth

saw in the workings of administration of the Duke of Zhou the divine will

of Haotian shangdi himself and viewed the bringing about of both the

“Great Peace” and the system of rites and music that constituted the

“State of Great Peace” as also conforming to the divine will 0f Haotian

shangdi.

　

In

　

this fashion, Zheng　Xuan　ぺ.vould　next have to develop

interpretations

　

of the classic based on the conceptions　found　in　the

Ｓｈａｎｇｓｈｕｚｈｏｎｇｈｏｕ.　TheDuke of Zhou's appointment to the regency was

ａ device of the divine will of Haotian shangdi that was demonstrated in the

bringing about of the “Great Peace” and the creation of the Ｚｈｏｕli.The

conceptual framework behind the concrete acts of the Duke of Zhou's

regency ゛ａs sought.　That which would made this project possible was

consultation of the Ｓｈａｎｇ-ｓhｕ　t＾書･inwhich the records of the regency and

- ４－


